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会議の顛末

一般質問（９月１０日）

副議長（小林誠）

皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員数は８人です。

定足数に達していますので、これより本日

の会議を開きます。

議事日程の報告

本日の議事日程は、お手元に配布のとおり

です。

日程第１

一般質問を行います。順次質問を許します。

６番、山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

改めまして、おはようございます。６番、

山本晴隆です。傍聴にお越しやインターネッ

トでご視聴されている皆さん、ありがとうご

ざいます。

さて、９月７日の午後３時頃、地元の石破

総理が、辞任の意向を固めたことが速報で流

れました。衆参議員選挙での大敗を受け、自

民党で臨時の総裁選前倒しの実施を求める書

面の提出前に、党が分裂される事態を避ける

ため、自ら身を引くことを決断されました。

大変残念な結果となりましたが、これからも

鳥取県はもとより、日本のために尽力してい

ただきたいと思っております。

話題を本町に移しますが、５月初旬に植え

た水稲苗も、黄金色の稲穂が実り、稲刈りも

始まりました。米高騰の中、例年以上の収穫

を期待しているところでもあります。まだま

だ暑い日が続くようですが、体調や天気を気

にしながら、日々の議員活動、自営業等に頑

張っていきたいと思っております。

それでは、通告している２つのテーマで質

問させていただきます。初めに、町長就任後

の政策の成果と今後について、２番目に、若

桜町通学助成について、教育長、町長に質問

させていただきます。では、１番目を始めま

す。

町長は、令和４年２月、就任当時から引継

ぎ事項はもとより、様々な政策を提案し、実

行されてきたと感じております。特に、買物

環境整備では、鳥取県内で大規模に生鮮食料

品を中心に、日用雑貨などの販売をされてい

たＪＡグループのトスクが、次々と経営を断

念されました。特に、県内の中山間地に暮ら

す住民の不安は高まり、連日各メディアでも

報道されました。

そんな中、以前から様々な情報をキャッチ

されて、鳥取県や販売関係業者と交渉に臨ま

れ、議会とも最善策を模索しながら協議を重

ねた結果、県内で最初にエスマートとの契約

を締結でき、さらに上京され、土地建物所有

者とも売買契約を結ばれ、住民の不安を短期

間で解消することができました。執行部、１

常任委員会制の議員全員で協議した結果で本

当によかったと思っております。

また、前町長から引き継いだわかさ生協診

療所の老朽化に伴う移転建て替え計画や、医

師の確保など、町の支援策についても、具体

的に実現でき、近隣に新たな宅地の新町造成

地も完成いたしました。

公共交通の再構築については、高速バスの

継続運行と、地域コミュニティタクシーの利

益、利便性向上、デマンド便の体制強化、グ

リーンスローモビリティの導入活用は、議会

とも再三協議を重ね、事業化されました。

また、若桜ＩＲＵ告知システム等更改業務

や、行政サービスの向上を目的としたコネク

テッドカーの導入、デジタル地域通貨などの

事業が挙げられますが、今期の政策の成果に

ついて、町長に所見をお伺いいたします。

以上で壇上での質問は終わります。

副議長（小林誠）

答弁を求めます。上川町長。



町長（上川元張）

改めましておはようございます。山本晴隆

議員から、就任以来これまでの政策の成果に

ついて、町長の所見を伺うというご質問をい

ただきました。

私は、令和４年の２月２０日に就任いたし

ました。人口減少に歯止めを掛けるというこ

とを最優先課題とし、町民の暮らしを守るこ

と、そして地域経済を潤すことの２つを政策

の柱として意識しながら、町政を運営してき

ました。議員に言及をしていただいた政策も

含めまして、少し振り返ってみたいと思いま

す。

まず、町民の暮らしを守るという柱に関し

ては、町政を揺るがすような大きな波に直面

し、それを乗り越えることで得られた成果と

いうものがあったかと思います。

一つは、議員も言及されました、トスクの

撤退の問題でございます。就任前から、新聞

報道等がございましたけれども、町の死活問

題であると捉えまして、危機感をもって早め

早めに手を打ったことがいい結果につながっ

たのではないかと思います。

店舗につきましては、エスマート寺谷社長

様のご英断で出店が実現し、移動販売につき

ましては、小嶋さんの地域貢献の思いで存続

ができました。また地権者である木島さんは、

危機感を共有され、公設民営方式に全面的に

協力してくださいました。県が情報面や財政

面で多大な支援をしていただいたことが大き

な力となりました。そして、町議会がすぐに

特別委員会を設置して寄り添っていただいた

ことで、ともに難局を乗り越えられました。

こうして皆様のご協力のおかげで、町民の買

い物環境を守ることができたと思っておりま

す。

もう一つは、わかさ生協診療所の移転リニ

ューアルの問題です。これも議会の皆様に一

つひとつ相談をしながら、診療施設への補助

制度や医師確保の支援策をパッケージで提案

できたことが、鳥取医療生協様の町内にとど

まっていただくというご決断につながったも

のと思います。そしてデイサービス施設と高

齢者住宅を併設して、若桜さくらの郷として

開業され、住み慣れた若桜でいつまでも暮ら

し続けたいという町民の願いをかなえていた

だいております。

若桜さくらの郷の隣には、製材所跡の町有

地に住宅団地を整備しました。近く販売を開

始しますが、地元町民も対象に創設した大型

の住宅支援補助金とあわせて、様々な住居の

ニーズに対応した支援制度を用意することが

できました。

町民の足となる地域公共交通につきまして

も、利便性が高く持続可能な交通体系への見

直しに向けて、今まさに関係集落に出向いて、

共助交通や町営バス定時便・デマンド便の再

構築の議論を進めているところです。

まだ道半ばですが、その中でもグリーンス

ローモビリティについては、町民のまちづく

り委員会から出た提案を検討委員会でも再三

実証実験を重ね、車両導入や運行計画にあた

っては、常任委員会で何度も議論を重ねて、

予算を通していただきました。

また、日本交通高速バス大阪行き若桜経由

便も、八頭町のご理解とご協力をいただき、

協調して利用助成を行う形で、便の復活を実

現することができました。

そのほかにも、言及のありましたＩＰ告知

システムの更新には、総額で約３億５千万円

近い多額の事業費を要しましたが、議員の皆

さんと上京して、県選出国会議員に陳情を行

い、デジタル田園都市国家構想交付金を獲得

し、補助裏に過疎債を充当するなど、財源の

確保ができたことは大きな成果であったと思

います。また、学校給食費無償化や出産祝い

金の拡充など、子育て支援にも積極的に取り

組みました。

加えてコロナ禍を経て、人と人がつながる

場づくりにも力を注ぎました。各種イベント



の復活によるまちのにぎわいづくりや、池田

地区の集落支援員の活動による地域食堂に象

徴されるようにコミュニティの活性化を通し

て、地域活力の回復増進につながったと思い

ます。

もう一つの柱であります地域の経済を潤す

ということにつきましては、産業の振興、特

に基幹産業である農林業や観光産業を振興す

ることで、所得の向上や雇用の確保を図ろう

と取り組んでまいりました。これらはいずれ

も成果はこれからでございますけれども、土

台となる環境整備を進めています。

例えば林業につきましては、町内の素材生

産量がここ数年、年間２万立米の手前で伸び

悩んでおり、路網整備や林業従事者の確保育

成など、様々な課題に対応しつつ、特に山林

境界の明確化の遅れを喫緊の課題と捉えて、

山林境界明確化事業と地籍調査につきまして

は課を新設して、山地調査に着手をしたとこ

ろでございます。

また農業につきましては、まずは集落を基

盤とした農地や水路等の維持管理の体制づく

りを進めるため、国の多面的機能支払交付金

や中山間地域等直払支払交付金の受け皿とな

る集落の広域組織化を進め、水田を中心に耕

作放棄を防止し、農業生産を継続できる体制

を整備しているところでございます。

観光につきましては、お金の稼げる滞在型

の観光産業を目指して様々に手を打ってまい

りました。

まずは、役場の観光部門の駅前移転で関係

機関との連携を強化しましたが、観光協会と

連携したデジタルスタンプラリーの導入、観

光分野の地域おこし協力隊の採用のほか、現

在、観光の担い手となります観光協会の法人

化による組織体制の強化の検討を進めていま

す。

古民家を活用した分散型ホテルを全国で展

開する株式会社ＮＯＴＥさんとの観光まちづ

くりの取組はこれから始まるところでござい

ます。

また、若桜鉄道は黒字転換いたしましたけ

れども、沿線旅客人員が減少傾向の中、観光

列車の導入可能性について検討を進めている

ところでございます。

さらに、地産地消を促進し、地域経済を循

環させるため、デジタル地域通貨の年度内導

入の準備を進めており、地域経済振興の大き

なツールとなるものと期待をしております。

以上、３年半の町政運営を振り返ってみま

したが、私は就任以来、議会との政策協議を

最も重視してまいりました。

政策課題を次々に議会に投げかけまして、

しっかりと相談をし、議論し、着地点を見出

しながら進めてまいりました。この３年半を

評価していただけるとすれば、それは議会と

執行部が車の両輪としてしっかり町政を進め

ていけたということではないか、改めてそう

した感想を持っているところでございます。

以上です。

副議長（小林誠）

山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

はい、様々な成果をお聞きしましたが、私

も同感でございます。

先ほど町長も触れられましたけれど、若桜

町議会は前期の後半から、県内初の１常任委

員会制を取り入れ、執行部との協議なども

徐々に馴染み、よりスムーズな議会運営が整

いつつあると感じております。

今期を振り返ると、常任委員会の月例定例

委員会の開催にあわせた、町長、執行部、議

会事務局との日程調整など、慌ただしく活動

してきましたが、常に委員会に出席され、他

町とは違う、担当課との協議ではなく、各委

員が直接町長にも意見、提案、要望できる委

員会運営ができたと感じております。今後も

できる限り毎回の出席をお願いして、１番の



（２）の質問に移ります。

令和４年に行われた町長選挙と議会議員選

挙は無投票で終わりましたが、辞任もあり９

人体制の議会と町長の任期は同じで、残り約

半年となり、実行できる事業は限られると感

じています。

若桜駅周辺のマスタープランの策定に伴う

古民家を活用した分散型ホテル、いわゆる滞

在型の儲かる観光戦略を実現するためのまち

づくり推進事業など、まだまだ計画段階の事

業もあります。

人口減少に伴う少子高齢化対策、移住定住

対策、福祉業務等、若桜鉄道株式会社の車両

の更新や存続など、課題が山積する本町です

が、今後の活躍も期待されるところでもあり

ます。

単刀直入にお聞きしますが、２期目に向け

た町長選挙に出馬をされるお気持ちがあるの

かお伺いいたします。

副議長（小林誠）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

山本晴隆議員の重ねての質問にお答えいた

します。

２期目に向けた町長選挙への出馬の意思に

ついてのお尋ねでございます。期待を込めた

ご質問を頂戴しまして、大変光栄で、かつ身

の引き締まる思いでございます。

この３年半の成果につきましては、先ほど

お答えしたとおりでございますけれども、例

えば、地域公共交通の再構築はまだ道半ばで

ございますし、農林業や観光産業など地域経

済の振興も成果はまだまだこれからでござい

ます。

議員がご指摘された課題は、いずれも大き

な課題として山積しておりますし、とりわけ

人口減少になかなか歯止めが掛からず、様々

な分野で人材不足が進む中で、今後地域社会

をどう維持していくかということが重い課題

としてのしかかっております。

大変険しい道行ではございますけれども、

今取り組んでいる政策を着実に前に進めてい

けば、きっとその先には光明が見えてくるの

ではないかと信じているところでございます。

まだ任期まで約半年ございますし、残りの

任期を全うすべく全力で取り組むことがもち

ろん最優先ではございますけれども、その先

に気力・体力が続き、町民の皆様のご支持が

いただけるのであれば、２期目に向かってみ

たいという気持ちを持っているところでござ

います。以上です。

副議長（小林誠）

山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

予想どおり、再出馬なさるということで、

ひとまず安心しております。それに向けまし

て、いずれにしても、特にマスタープランの

策定に伴うまちづくり推進事業実施について

は、現在も進められている伝統的建造物群保

存地区保存事業と関連する事業だと考えます。

そのためには、経済産業課、観光商工室、

教育委員会事務局、企画政策課などの各課の

連携が必要であると思います。通告していま

せんので質問はしませんが、残りの任期で、

先ほども申し上げましたが、できる限り頑張

っていただきたいと思います。また、議会も

事業が少しでも前に進むよう、協力していき

たいと考えています。

我々議員も定数を１０から８に削減し、現

在の９人から１人減ることになります。厳し

い選挙戦が予想できますが、議員個々で準備

を進めてまいりたいと考えております。以上

で１の質問は終わります。

引き続き２番目の、若桜町通学助成金につ

いての質問をさせていただきます。

現在の若桜町通学助成金制度は、定期券購



入者に対し、１か月あたり５千円を控除した

額を助成され、鳥取市内に通学されている場

合も同じ助成を受けることができ、保護者の

負担がかなり軽減され、好評であります。

しかし、現在の助成金交付要綱では、高等

専門学校は第１学年から第３学年まで、専修

学校にあたっては、高等課程に限るとなって

おります。

よって、市内の大学、専門学校に通われて

いる学生は、定期券購入時の学割はあるもの

の、１か月分の通勤定期と比べてもさほど変

わりがないように思います。

昨年末から今年にかけての物価高騰に伴い、

保護者から高校卒業後も通学費の補填ができ

ないかと私の方に問いかけがありました。

１８歳で自動車免許の取得はできるが、取

得費用が高額なのと、免許を取らせても、自

動車の購入費や維持は、負担が大きくてとて

も手が届かないと言われました。

ちなみに、ある自動車学校の取得料金を調

べてみました。ストレートで取得できても、

普通免許のマニュアル車は、３４万６千円。

オートマチック車でも３２万８千円でした。

それプラス、自動車購入費や維持費などが必

要でございます。

大学や専門学校の授業料は、所得の多い少

ないにかかわらず、保護者にとっては大変な

負担があると思います。

近年、本町の学生数は、人口減少に伴い、

激減していると思います。助成制度を構築し

て、１人でも多くの若者たちに、若桜町に生

まれてよかったと思っていただき、本町に住

み続けてほしいと思います。

申請により、高校卒業後２年から４年間、

少しでも若桜町独自の支援ができないか。は

じめに、所管の教育長に所見をお伺いいたし

ます。

副議長（小林誠）

答弁を求めます。盛田教育長。

教育長（盛田恭司）

先ほどの山本晴隆議員のご質問にお答えし

ます。若桜町通学助成制度は、定期券購入者

に対して、１か月あたり５千円控除した額を

助成されています。保護者の負担はかなり軽

減され、好評でありますが、大学専門学校等

に通われる学生の保護者から、通学費の助成

ができないかと問いかけられました。１人で

も多くの若者に若桜町に生まれてよかったと

思っていただき、卒業後も若桜町に住み続け

てほしいと考え、若桜町独自の助成ができな

いか、所見を伺うとのご質問でございます。

最初に、高校生を対象とした通学助成制度

についてでございますが、この助成金は、鳥

取県内の高等学校に通学する高校生を対象に、

通学費等を助成するもので、議員のご質問に

もございましたように、鉄道あるいは路線バ

スの定期券を購入した場合の助成額は、一月

あたり、定期券購入額から５千円を控除した

額でございます。例えば若桜駅から津ノ井駅

を利用した場合でも、鳥取大学前駅までを利

用した場合でも、保護者の負担は一律５千円

でございます。

さて、ご質問のありました大学、専門学校

等へ通う学生の通学助成についてでございま

すが、制度導入にあたっては、いくつか考慮

するべき点があると考えております。

一つ目は、対象者についてでございます。

高校生の通学助成対象者は、学校教育法第１

条に規定する高等学校、特別支援学校高等部、

高等専門学校、そして同法第１２４条に規定

する専修学校に在籍する生徒でございますが、

高校卒業後の進路といたしましては、学校教

育法第１条に規定する大学、これは短期大学

を含みますが、あるいは、高等専門学校、そ

して同法第１２４条で定める専修学校などが

ございます。さらに、同法１３４条では、学

校教育に類する教育を行うもの、各種学校、

これは例えば理美容学校等があろうかと思い



ますが、こうしたものを規定しており、高等

学校卒業後に選択される進路は多岐にわたる

ものと推測されます。

二つ目は、対象校のエリアについてでござ

います。現行では、県内の高校となっており

ます。三つ目は、利用、交通機関についてで

ございます。助成対象交通機関を鉄道とバス

に限定するかどうかということでございます。

四つ目は、助成額について。そして五つ目

は助成期間についてでございます。大学専門

学校等は、卒業までの年数が様々である上、

諸事情により、卒業までの年数が延びる場合

も推測されるところでございます。

以上のように、導入にあたっては考慮すべ

き事項が多々あるところではございますが、

いずれにいたしましても、議員仰せのとおり、

卒業後も若桜町に住み続けてほしいという思

いは同感でございますので、熟考してみたい

と考えております。以上でございます。

副議長（小林誠）

山本晴隆議員。

議員（山本晴隆）

ちょっと予想していないような、前向きな

答弁をいただきましてありがとうございます。

同様の質問になりますが、再度町長にお聞

きしたいと思います。保護者の交通費の負担

を減らして、地元短大、大学、専門学校など

に通う条件を改善すれば、若者の県外進学が

少しでも減り、県内への就職にもつながると

思います。

今積極的に取り組まれている町外からの移

住定住政策も大変重要なことだと思いますが、

まずは地元の若者をつなぎ止めることができ

ないか。さらに、近い将来は、移住定住され

た方々のお子様たちにも使える施策になれば

と思い、今回の質問を提案しました。

私が、議員１期目の教育民生常任委員会の

調査研究で、岡山県の西粟倉村に行きました。

その当時の村長の挨拶に、心に残った言葉が

あります。『どうせ少ない子どもたちを村が本

気で育てていく』と力強く言われ、深い感銘

を受けました。教育長の答弁とほぼ同じだと

思いますが、町長なりの所見をお願いしたい

と思います。答弁を求めます。

副議長（小林誠）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

山本晴隆議員の重ねてのご質問にお答えし

ます。大学専門学校等に通学する学生への通

学助成についてのお尋ねでございますけれど

も、先ほど教育長の方から答弁がございまし

たけれども、現行の高校生の通学助成制度を

大学や専門学校等に通う学生に拡大すること

については、いくつか検討すべき課題がある

ということでございました。

この高校生の通学助成金制度の助成対象者

は、要綱によりますと、当の高校生ではなく

て、若桜町在住の保護者というふうにされて

おりまして、子育て家庭の経済的負担を軽減

しようという趣旨の制度でございます。

高校を卒業いたしますと、親元を離れて暮

らす人も多くございまして、一般的には子育

て支援の対象とはなかなか言いにくいという

ところがございます。この制度の枠組みで大

学生等を支援することについては少し無理が

ある部分もあるのかなというふうに思います。

ただ、卒業後も若桜町に住み続けてほしい

という思いは私も同感でございますので、子

育て支援対策ではなく、定住対策の観点で、

若桜町から鉄道を使って通う大学生等に何ら

かの支援ができないかということを私も実行

してみたいと考えております。以上です。

副議長（小林誠）

山本晴隆議員。



議員（山本晴隆）

前向きな答弁ありがとうございます。

少しでも皆さんのお役に立てればと思ってし

ましたところ、前向きな答弁をいただきまし

た。

最後に答弁は要りませんので、少し言わせ

てください。若桜町のような中山間地に生ま

れた子どもたちは、生まれながら、自然環境

の影響や、通学距離や、時間など不利な条件

を抱えていますが、行政の力で少しでも軽減

されてはと思います。進学、就職などで町を

離れていく若者が少しでも減ることを期待し

て、私の一般質問を終わります。

副議長（小林誠）

続いて一般質問を許します。２番、森田二

郎議員。

議員（森田二郎）

皆さんこんにちは。２番森田です。今回は

農業の支援についてと、スキー場のグリーン

シーズン活用について質問をさせていただき

ます。では最初の質問に移ります。

今年も猛暑の夏でした。各地で水不足によ

る農作物への被害がメディアに取上げられ、

米価格の高騰が懸念されます。また、先日の

新聞に、小泉大臣の農家への戸別所得補償制

度を見直し、土地集約によって水路を含めた

農地の基盤整備を行うといったコメントや、

一部野党の、水田１０アールあたりに２万３

千円の直接支払い制度とするコメントが紹介

されていました。そして、７日日曜日の新聞

には、ＪＡ鳥取が２０２５年産米の集荷時に

支払う生産費払いを一等米６０キロあたり２

万２千円に決めたという記事も掲載され、一

部で一歩前進、歓迎するといった言葉や、こ

れだけではなかなか生活が向上するとは言え

ないといった言葉も載せられていました。

これを受けて、若桜の農林振興は、一等米

３０キロあたり１万１，５００円とされたよ

うですが、これらが中山間地域の米づくりに

どのような影響を与えるのか注視していかな

くてはいけないと思っています。

こうした中で、現状を見ますと、人口減少、

少子高齢化により、農業就労人口も減少の一

途をたどっており、将来、米生産農家が大幅

に減少することが懸念されます。

本町でも支援の一つとして、中山間地域等

直接支払い制度や、多面的機能直接支払い制

度等に取り組まれています。これにより、例

えば集落営農などのように農業をどのような

形で残し継承する人材を育成、活用をしてい

くのか、どうしていくのかを含めて、今後、

農業をどのように進めていこうとされている

のか、町長の所見を伺います。

副議長（小林誠）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

森田二郎議員の一般質問にお答えいたしま

す。集落営農、農業をどのような形で残し、

継承する人材育成・活用をどうしていくのか、

今後、農業をどのように進めていこうとされ

ているのか、所見を伺いますとのご質問でご

ざいます。

農業をめぐる状況は大きく変化しています。

国においては昨年度、「食料・農業・農村基本

法」が２５年ぶりに改正され、今年４月には

今後５年間の施策を方向づける基本計画が策

定されました。食料安全保障、特にコメ輸出

の大幅な拡大が打ち出されるとともに、生産

基盤の強化、新技術の導入や生産性の向上に

より作物の着実な増産を図り、食料自給率の

向上、現状の 38％から５年後に 45％へ、を目

指すこととされ、合わせて、昨今の米価高騰

等を背景に、水田政策について、令和９年度

から抜本的な見直しに向けた検討に入ること

が盛り込まれました。これまで減反や転作奨

励を進めてきた水田政策が、今後、大きな転



換点を迎えようとしています。

今後、施策レベルでどのように具体化され

るのか、特に私たちのような零細な農地や中

小農家が多く、大規模化の困難な山間地農業

や農村に対して、どのような手立てを講じら

れるのか、今後ともしっかりと国の施策の方

向性を注視しつつ、その動向を踏まえながら、

本町としましても、地域の農業を維持し、次

世代へ継承していくための環境づくりにしっ

かりと取り組んでいきたいと考えています。

本町においては、過疎化、高齢化により、

農地の維持管理や耕作放棄の防止が切実な課

題となっています。こうした中、昨年度、農

業経営基盤強化促進法に基づき、令和６年度

までに地域計画を策定した国の方針に基づき、

地域計画を策定しました。これは、農地一筆

ごとに１０年後を見据えて、地域内の農地・

担い手の状況を明確にし、将来にわたって持

続可能な営農体制を確保するためのものです。

こうした地域内での営農活動や農地の維持

のために、中山間地域等直接支払交付金制度

は、重要な役割を果たし、これまで各集落に

よって、主体的に進められてきました。昨年

度で第５期の制度が終了し、第６期に移行す

るにあたり、事務負担が大きいことを理由に

協定をやめたという集落が一部ありましたが、

広域化し、事務局機能を集約・確保すること

で、参加集落を令和６年度の２２集落から令

和７年度は３０集落に拡大し、これを２つの

広域協定に統合して、事業を進める体制がで

きました。この協定により、農作業や草刈り

等について、労働力を補完し合いながら連携

した活動が可能となります。

また、これまで、農業・農村の持つ「多面

的機能」を支える取組として、多面的機能支

払交付金による農地周辺の水路や農道の維持、

草刈りなどの共同活動を行う集落組織を支援

してまいりました。この取組についても、同

様に広域協定への移行を進め、令和６年度の

６集落から令和７年度は３１集落に拡大し、

２つの広域協定に統合することで、担い手不

足に対応した効率的な活動体制の整備を図る

ことができました。

このように、本町では「中山間地域等直接

支払交付金」、「多面的機能支払交付金」など

の国の制度を有効に活用しつつ、地域計画に

基づいた担い手の育成・農地の維持を図って

まいります。

一方、本町の特色を活かした特産品振興に

ついては、若桜米やエゴマについては引き続

き販路の開拓や有利販売に努めてまいります。

合わせて、昨年末、そばの生産振興組織であ

る若桜町そば協議会が設立されました。遊休

農地等への生産拡大を図りつつ、「そばまつ

り」の開催等を通じて若桜のそばのブランド

化を進めることとしています。

こうした特産品の振興については、地域お

こし協力隊の制度を活用し、都市部からの移

住者を受け入れ、新規就農や地域営農組織で

の活動を支援しております。現在も協力隊と

して活動しているメンバーが、水稲、そば栽

培やエゴマの加工に携わるなど、特産品振興

に意欲的に取り組んでいます。今後とも、協

力隊制度の活用を拡充するなど、地域に必要

な農業人材を継続的に確保・育成してまいり

たいと考えております。

副議長（小林誠）

森田二郎議員。

議員（森田二郎）

非常に細かく、そして若桜町内の農業の形

をしっかりと整えて維持していこうと言われ

る姿勢がよく分かりました。少し安心をして

います。それで、やはりついこの間、大分前

になるんですけれども、実は町長さんにも、

担当課長さんにもお断りして、鳥取大学農学

部の松村一善教授、この方は農業経営学のご

専門ですし、それから木原奈穂子准教授、こ

の方はアグリビジネス会計学という、ちょっ



と何か難しい学問のご専門なんですが、この

お２人と研究室にてお話しする機会を得まし

た。その時に言われたのが、やはり農業の活

性化って短期では無理なんだと。５年から１

０年のスパンで考えてほしいと。それは人材

育成も含めてです。外部コンサルタントを頼

まれる方もあるんですが、大体コンサルタン

トの、いわゆる提案の成功率って１０分の１

なんだそうです。それに比べて鳥取大学は継

続的に関われるし、非常に費用が安くて済む

と。それで、ぜひ、地域に出たい、出させて

働かせてもらいたいという姿勢で臨んでいる

んですよっていう話を伺いました。これはも

ったいないなと。活用しなきゃいけない。

それでこの間、町長さん、鳥取大学との自

治体のキックオフに出られた。この医学部と

の連携も、協定はいいんですけれども、まず、

やっぱり鳥取大学農学部、すばらしい経営の

ノウハウ持っておられると思いますので、ぜ

ひ、連携をしていただきたいなと思っており

ます。

それはなぜかというと、前三徳レンジャー

等を企画された中川玄洋さんの取組もありま

す。吉川にも入られましたけれども、この方

たちの活動は長いスパンで、いわゆる農業を

やらない人、初心者でも長いスパンで関わら

せて、農業に振り向かせていくと。それで関

わる地盤をつくっていくという想定でなされ

ていますので、そういう農業への取組につい

ては、ちょっと先進的で、これから見るもの

があるんじゃないかと思います。

その中で出ましたのが、実は半農半Ｘとい

う言葉でした。兼業農家は知っているんです

が私、半農半Ｘって知りませんでして。執行

部の方はご専門ですからご存じだと思います

が、兼業農家とは、ちょっと若干違いまして、

関わり方が。

実は、その半農半Ｘはもう１回大阪で話を

聞きました。７月の１９日に大阪の天満橋で

全国の移住大会というのがありまして、そこ

に全国の４７都道府県のブースが開かれて、

県内全部でありませんけれど、一部の市町村

がそのブースの中に入られました。鳥取県も

麒麟のまちの関係で若桜、八頭あたりも入っ

ておられて、大変頑張っておられました。非

常にたくさんの方が来られて、実はブースも

刺激になったんですが、そこで行われている

講座がすごかったなと思うんです。

どんな講座かっていいますと、どういった

地域を選べばいいのか。どういった空き家や

住居を選べばいいのかっていう講座ですね。

あとは移住先で起業するにはどうしたらいい

のかっていうような講座がありました。

その中の１つに農業がありました。それで

農ある暮らしの進め方っていう題名での講座

でして、その時に講師の方が、移住される皆

さんは、どういう形で農業と関わっていきた

いですかという質問された。その時に２つさ

れて、専業農家のように本当に農業に関わっ

て生活を立てていきたいんですか。いや、そ

うではなくていわゆる天職を持ちながら、少

し農業に関わって農業を体験し、自給自足の

ような形でもやりたいのか、どっちですかっ

て聞かれました。大体想像できると思います

が、圧倒的に後の方、いわゆる先ほど言いま

した、半農半Ｘのような、Ｘというのは天職

だそうですけれども、取組が非常に多い。そ

のブースには百人以上ざっと詰めかけられま

して、人が座れないぐらいの人気のブースで

した。

そういうことを考えますとこれから、今、

基盤は整備されました。どういった農業の担

い手を求めていかれるのかというのが重要に

なってくると思います。それで、これ、ちょ

っと調べてみたんですが、福岡添田町あたり

は、非常に先進的な取組をされて支援をして

おられます、半農半Ｘ。大分もかなり色んな

町村で半農半Ｘへの支援がなされています。

島根も何かやっておられるそうですし、香川

県の事例もたくさん出ていました。



ということは、やはり人口が減少している

県または地域では、そういう農業への関わり

方を希望する人も受け入れるという方向に切

り替えておられるように思いますが、町長さ

んこの辺のいわゆる農業への関わり方が少し

これまでとは違う方々の受け入れについての、

またお考えがありましたらご意見をください。

お願いします。

副議長（小林誠）

町長、通告から外れる内容になりますが、

大丈夫ですか。答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

農業への関わり方、半農半Ｘということで、

そういう人材の確保についてのご質問でござ

いますけれども、冒頭にありました鳥取大学

の松村先生、木原先生のお話に関連しまして、

鳥大、地域の方で地域課題に取り組みたいと

いうようなお話がありました。ちょっとその

辺りをお話しさせていただきたいと思ってお

ります。

先日、９月２日に、鳥取大学の地域未来共

創センターの取組の地域プラットフォーム、

キックオフの会がございまして、これは地方

創生 2.0 の「令和の改新」県民会議というの

を鳥取県中心になって産官学金言労の集まり

をつくっておられますけれど、その中の学の

鳥取大学、環境大学を中心とした取組、特に

鳥取大学の取組としての会議のキックオフと

いうことで出てまいりました。

非常に原田学長さんはじめ鳥大の皆さん大

変前向きで、各市町村の課題、地域課題に市

町村とともに取り組んでいきたいという意気

込みを語っていただきまして、各町がそれぞ

れの課題を提出したわけですけれども、それ

に対して今後しっかり深堀りをして、中間報

告、さらに最終報告ということで年度末には

方向づけをしたいというふうにおっしゃって

おりました。

また、私の方からはその鳥大との、医学部

とのサマーキャンプの取組を含め、若桜町を

過疎地域の医療あるいは健康づくりのフィー

ルドワークの場として、ぜひ、活用を検討し

ていただきたいと、遊休施設、廃校もござい

ますし、そういったお話と、あと、観光まち

づくりについても知見をいただきたいという

ような、そんなお話をいたしました。

先ほど松村先生、木原先生の方からどんど

ん地方に出て、農業についても課題の解決に

力を注ぎたいというお話があったということ

でございますので、そういう分野でも連携で

きることがないか検討してみたいと思いまし

た。

それと半農半Ｘということで、やはりこの

中山間地域の農業というのは暮らしと密接に

結びつく基幹産業でございまして、その農業

を基盤に置きながらプラスアルファで生計を

立てていくというのが、これからの中山間地

域での生活のスタイルになっていくんであろ

うというふうに思っております。

そのＸが何であるかというのは、また、そ

れぞれ個人個人の思考等によって、田舎なら

ではのローカルビジネスといいますか、そう

いったことを手がけられる方もいらっしゃる

と思いますし、ぜひそういうライフスタイル

というものは、町としてもしっかり応援して

いきたいと思っております。

そういう意味で地域おこし協力隊に農林振

興の方へ入っていただいて、今、活動してい

ただいておりますし、その中で農林振興の草

刈りであったり、収穫であったりというよう

なことをしながら、太田酒造場の方で酒づく

りを勉強されたり、幅広に色んなことをされ

ている隊員の方もいらっしゃいますし、この

若桜の中でどういったそのⅩの部分を、提案

なり提供できるかっていうのはこれから色々

掘り起こしてみる必要があるかと思います。

そういったライフスタイルというものをしっ

かり大阪なり、東京の都市圏のほうにも提案



して、移住に結びつけるようなそういったこ

とも取り組んでいきたいというふうに思いま

す。以上です。

副議長（小林誠）

森田二郎議員。

議員（森田二郎）

丁寧な答弁、ありがとうございます。私が

質問した部分の人材育成あたりがそこにあた

る部分だと思っています。交流をしながら育

てていくという方法を取るべきだなというの

もご意見にありましたので、それも含めてこ

れから長いスパンで人材を求めていっていた

だきたい。その幅も広げていただきたいなと

思っております。

県の方も調べてみますと人材育成について

はかなりの額の補助金を設けているようで、

例えば農地中間管理機構支援事業なんかは２

億円単位のものが準備されているようです。

そういったことも含めて国や県の補助も受け

ながら上手に人材育成や担い手育成をしてい

ただけたらと思います。よろしくお願いしま

す。それをお願いして、次の質問にかからせ

ていただきます。

それでは２番目の質問に移ります。先週の

土曜日に自然ガイド人材育成の研修に体験参

加をさせていただきました。その際、氷ノ山

近くに一泊しまして、早朝の氷ノ山のおいし

い空気、そして涼しさにすごい爽やかな気分

で一日を迎えることができました。自然ガイ

ドのほうは町内の川を利用したシャワークラ

イミングというもので、これもすごいすばら

しい体験でした。初めて体験しましたけれど

も、やっぱり若桜にこういう自然がたくさん

あるから、そこに行って触れるだけでも大き

な価値があるなと痛感したところです。

その氷ノ山、自然の資源の大きなものであ

る氷ノ山スキー場では、バイクイベント等グ

リーンシーズンの活用に力を入れようとされ

ています。これらの一過性と言っては語弊が

ありますが、そういう取組だけではなく、ま

た、アスレチックやジップラインのような多

額の費用を必要としないものとして、スキー

場やその周辺で地図や方位磁石を基にポイン

トを探して時間を競うゲーム、オリエンテー

リングや、視界が大きく開け、光が少ないイ

ヌワシコースの高天原での星空観察等、スキ

ー場全体を視野に入れたシーズンを通して実

施可能で、気軽に楽しめて集客が見込める活

用も考える必要があると思いますが、今後の

取組について所見を伺います。

副議長（小林誠）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

はい。氷ノ山スキー場のグリーンシーズン

の活用について、一過性の取組だけではなく、

シーズンを通して実施可能で集客が見込める

今後の取組について所見を伺うとのご質問で

ございます。

若桜氷ノ山スキー場の現状に鑑みますと、

地球温暖化による雪不足、レジャーの多様化、

少子高齢化等の影響によりスキー人口が減少

傾向でありまして、スキー場経営や周辺の宿

泊施設にも影響が出ております。今後、健全

なスキー場の運営を行っていくためには、グ

リーンシーズンの取組にも注力していく必要

があると考えております。

グリーンシーズンの取組といたしましては、

氷ノ山登山、キャンプ、バーベキューをはじ

め、近年ではゲレンデを活用したグラススキ

ー体験、Ｅバイクでのサイクリング体験等を

実施して、シーズンを通した集客に取り組ん

でおります。

しかし、グラススキー体験参加者は令和４

年度５９名、５年度６４名、６年度２３名。

サイクリング体験参加者は令和４年度２３名、

５年度４名、６年度１３名と利用者が少なく、



十分な誘客促進が図れていないことも事実で

ございまして、指定管理者や氷ノ山ゲレンデ

等活用実行委員会などの関係団体と連携しな

がら、改善を図っていきたいと思っておりま

す。

議員ご質問のオリエンテーリングにつきま

しては、令和５年度から鳥取県キャンプ協会

の主催で氷ノ山エリアを主な舞台として、ロ

ゲイニングというイベントを実施しておりま

す。谷口議員も中心メンバーで関わっていら

っしゃいますけれども、このロゲイニングと

は地図アプリに頼らず、紙の地図に書き込ま

れているチェックポイントを巡り、それぞれ

のポイントに決められている点数の合計を競

うイベントです。各ポイントを巡りながら若

桜町の魅力を発見したり、地域の方との交流

を楽しむことができます。

例年、山フェスイベントと同日開催をして

おりまして、今年度は若桜町観光協会が主と

なりまして、イベント実施を予定しておりま

す。今後とも氷ノ山のグリーンシーズンを盛

り上げるイベントの１つとして定着を目指し

ていくとともに、一過性のイベントではなく

て、シーズンを通して楽しめるような取組と

なるよう検討していきたいと思っております。

また、イヌワシリフトの下りた辺りにあり

ます高天原での星空観察につきましては、こ

れまでも地元の要望はありながら、長年、立

地状況等の課題が多く、実現が困難でありま

したが、この令和６年度から鳥取森林管理所

が施工しております落石防護柵設置工事のた

めに、アルパインヒュッテから高天原までコ

ンクリート舗装の工事用の道路が整備されま

した。

鳥取森林管理所のご厚意によりまして、工

事終了後も恒久的施設として残していただけ

るということになりまして、これによって準

備品の運搬ですとか、参加者が車で現地まで

行けくことが可能となりますので、今後、前

向きに検討していきたいと考えております。

そのほかにも、氷ノ山観光業者組合から議

会の方にも要望が出ておりますけれども、ク

ロスカントリーの公認コースを整備して、夏

場にもマウンテンバイクのコースとして活用

することも検討してみたいと思いますし、ま

た、例えば宿泊施設をペット同伴として、ス

キー場をドッグランに活用するなど、スキー

場全体を視野に入れてシーズンを通して収益

化できる事業を検討してまいりたいと思いま

す。

いずれにしましても、グリーンシーズンの

アクティビティについては、最初から絞り込

んでということではなくて、いくつか試行錯

誤しながら、来場者のニーズやトレンドを見

極めながら、氷ノ山に合うものに重点投資を

していくというような発想があってもいいの

かなと思っております。地元の組合とも話し

合いながら実現可能なものからやってみては

どうかと考えているところでございます。以

上です。

副議長（小林誠）

森田二郎議員。

議員（森田二郎）

はい。イベントの取り組まれるものってい

うのは、先ほどありましたように、そこで終

わってしまいがちなので、それがきっかけと

なって若桜の特色としてグリーンシーズンに

ずっと続けてできるっていうようなことが生

まれてくれば、やはり続けて来られるリピー

ターも含めて集客が望めるのではないかなと

思いますので、ぜひ、また考慮していただけ

たらと思います。

それからやはり、これから町長さんが言わ

れるような分散型ホテルの経営に踏み出すこ

とを考えておられるわけですけれども、そう

いったホテルを利用される家族連れが何も別

に準備しなくてもいい、経験も必要ないって

いうような活動こそがやはりリピーターを生



んでいく、オリエンテーリング、ロゲイニン

グ、言葉が違ってもポイントを伝っていく、

そのポイントが、来た時にはまた違っている、

そういったことをたどりながら行く、何度で

も氷ノ山を楽しめる、そういった工夫をして

いけば、これは継続的なものになろうかなと

思っています。

星空観察は天候に左右されるのでなかなか

難しいところもあるんですが、これもそれほ

どお金は要らなくて、星座早見盤であるとか、

または、たしか氷太に望遠鏡が眠ってるよう

に思うんですが、どうなんでしょうか。今、

どうなっているでしょうか。

そういったものを、既存のものを活用して

星空を見るもよし、または月で隠れてしまっ

たら月を見るもよし、そういった本当に高天

原ってすごいきれいなところだなと思ってい

ます。

ついこの間ちょっと縁があって利尻島のほ

うに行かせていただいて星空観察をしたんで

すが、やっぱり光が多いと、どこに行っても

駄目なので、高天原ってすごい開けているの

で、これからとっても伸びるところではない

かなと思っています。

星取県鳥取の台風になれるかもしれない、

そんなふうにも考えていますので、ぜひ活用

をしていただきたいと思っています。これか

らのそういった氷ノ山のグリーンシーズン活

用、それからあと、先ほど言いました農業の

活性化に期待をしまして私の質問をこれで終

わらせていただきます。ありがとうございま

した。

副議長（小林誠）

暫時、休憩いたします。

  午前１０時２５分  休 憩

  午前１０時４０分  再 開

副議長（小林誠）

休憩前に引き続き、会議を再開します。

続いて一般質問を許します。８番、中尾理

明議員。

議員（中尾理明）

傍聴者の皆さんこんにちは。日本共産党の

中尾理明です。お出かけいただき本当にあり

がとうございます。

たくみの館では、今、戦後８０年展が開催

中ですが、８月３０日、ギャラリートーク戦

後８０年を語る会が行われ、私も参加してき

ました。

はじめにたくみの館管理人の門村さんから

展示資料の説明がありました。テント生地に

ペンキで描き持ち帰られたＴさんの戦地の風

景画や出征する人への色々な思いを込めた寄

せ書き日章旗には、戦後生まれの私でも書き

連ねていらっしゃる方のお名前を知っている

人がたくさんありました。また、旧戸倉トン

ネルの上の方にある今も残る軍需物資を舞鶴

方面に調達しようと造られていたトンネルの

写真とその目的が紹介され、町内の戦争遺跡

への認識を深めました。

その後、意見交換があり、何人かの方々か

ら体験者としての生の言葉を聞く貴重なひと

時となりました。ある方は自分が生まれた翌

年にお父さんが出征され、戦地の中国で大変

な苦労をされながら戦死され、お父さんの顔

はとうとう見ることはできなかったこと、お

母さんが大変な苦労をされ、自分たちを大き

くされたことへの感謝の思いを語られました。

ある方はお父さんの出征のとき、身重であっ

たお母さんがひそかに涙を流されていたこと

を見て、幼少の自分も悲しくなったことを語

られました。

また、この方はまちなかのご出身だと思う

んですけれども、そこの忠魂碑の歌というの

がありまして、忠魂碑の歌っていうのがある

のを初めて知ったんですけれども、自分は今

でも空で歌えるってはっきり言われて、リク



エストに応えられて披露され、参加者一同か

ら称賛の声が上がりました。

若桜町遺族会山根会長からは今年１１月頃

に戦争体験談文集を発行すると述べられたほ

か、若桜町政にも関わられた二人の方が戦争

で九死に一生を得たことへの複雑な想いと平

和の大切さを語っておられることが紹介され

ました。

最後に、門村さんは若桜町の４００名を超

える戦没者のうち、７割を超える３００人以

上の方が戦争末期の昭和１９年以降の戦死者

であると強調し、会を締めくくられました。

言葉には表されませんでしたが、私には無謀

な戦争の拡大の結果である戦死者への鎮魂の

想いが込められているように感じました。

また、同時開催で、たくみの館２階展示室

では戦中戦後、耳の不自由な聾者の方々がど

のように暮らしてこられたか、その思いを載

せた写真の数々が展示されています。

ギャラリートークの後、撮影者である若桜

町出身の高田啓一さんから、自分が鳥取聾学

校に赴任するようになった経緯、写真を通じ

て自己表現を広げた生徒たちのこと、言葉で

伝えられないために手話が理解できない周囲

の中で、格別病院での療養上の困難を強いら

れたことなどの話、彼らへの戦争に関する聞

き取りと撮影に至った苦労話を聞くことがで

きました。

ＮＨＫテレビ、お昼の時間帯で連続テレビ

小説「とと姉ちゃん」、「あんぱん」が放映さ

れています。前者は戦前言論等の取締法施行

後特に国の都合のよい情報しか発信できず、

言いたいこと、書きたいことが押さえつけら

れていた時代から戦後主人公が自分の夢、女

性向け出版物の発行に挑戦する姿に心動かさ

れます。

また、後者は戦死者の大半は餓死者だと言

われていますが、戦地で自身が食べ物、飢え

に苦しんだ経験から、逆転しない正義は飢え

させないことだと確信し、主人公二人は模索

し続け、漫画に集大成するまでのストーリー

に目を奪われます。

戦後８０年、新たな戦後を絶対につくらせ

てはなりません。世界ではロシア、イスラエ

ルの侵略によりウクライナ、ガザで多くの尊

い命が奪われている現実があります。それに

対し戦争をやめさせ、戦火に怯える人々、国々

に平和をという国際世論も大きく高まってい

ます。私も微力ながら平和実現の力になれた

らと願っています。

質問に入ります。最初の質問は、国民健康

保険税（料）等の県統一化及び関連事項につ

いてであります。保険税も統一に向け、鳥取

県、県国保運営協議会は現在どのような方針

で進めているのか伺います。

副議長（小林誠）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

中尾理明議員のご質問にお答えします。冒

頭、たくみの館の戦後８０年展のお話があり

ましたけれども、私も見に行きまして、出征

を激励する寄せ書きですね、あそこにちょっ

と個人的な話になってしまうんですけれど、

私の戦死した大伯父の名前があったのを見つ

けまして、ああと思った、感じるところがご

ざいました。

本当に提案説明でも申し上げましたとおり、

戦争体験の方々がだんだん高齢化して少なく

なっていく中で、やはり戦争の悲惨さと平和

の尊さというものをしっかり次の世代に伝え

ていかなきゃいけないという思いを強くした

ところでございます。

それではご質問の保険税（料）の県統一化

に向け、鳥取県は、現在どのような方針で進

めているのか、とのご質問です。県の方針に

関するご質問でございますが、県において本

年４月１日付けで策定された「第３期鳥取県

国民健康保険運営方針」から引用しますと、



「医療費を市町村単位から県単位で支え合う

仕組みに変更することにより、保険料の変動

を抑制し、市町村国保の財政運営を安定させ

たいと考えており、令和７年度から、市町村

が県に収める納付金に市町村ごとの医療費水

準の違いを段階的に反映しないようにし、令

和１１年度には、完全に反映させないことと

します。

また、保険料の完全統一については、賦課

権限を有する市町村との検討の場を設けて引

き続き協議を行います。」と記載されておりま

す。なお、この運営方針及び鳥取県国民健康

保険運営協議会の議事録については、県のホ

ームページにも掲載されているところです。

副議長（小林誠）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

県の方針ついて町長の方からご説明ありま

したけれども、従来から私が申し上げておる

のは県の統一化で今までの町で自主運営して

おった国保会計が県の税の統一に基づく県の

運営によって果たしてよくなるんだろかとい

う、そういう素朴な思いがあってこういう質

問をずっと続けております。町の方としては、

若桜町は改善の方向になるというふうに答え

ていただいているんですけれども、引き続き

注視してまいりたいというふうにも思います。

２つ目です。保険税（料）の県統一化が開

始されて以降、町の国保財政調整基金はどの

ように活用されますか。県に拠出を求められ

ることはないのか伺います。

副議長（小林誠）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

保険税（料）の県統一が開始されて以降、

町の国保財政調整基金はどのように活用され

るのか、県に拠出を求められることはないの

か、とのご質問ですが、まず、国民健康保険

事業財政調整基金についてご説明いたします。

この基金は、国民健康保険事業における給

付増や保険税の収納不足により財源不足にな

った場合に備え、特別会計の余剰金を原資に

積み立てているものです。

平成３０年度の制度改正による国民健康保

険事業の都道府県単位化以降は、都道府県に

「国民健康保険財政安定化基金」が設置され、

市町村国保において財源不足となった際には、

都道府県設置の基金から貸付けを受けること

となりました。

この貸付けを受けた場合には、翌々年度以

降の都道府県への納付金算定に反映されるこ

ととなり、当該市町村の保険税の増額要因と

なることから、その増額を抑制するため、財

政調整基金を活用することとしております。

さて、ご質問では「保険税（料）の県統一

が開始されて以降」とのことですが、先ほど

のご質問の答弁でも申し上げたとおり、令和

１１年度の納付金ベースの統一に向け、本年

度から段階的に開始されているところであり、

それぞれの段階に応じてお答えしますと、

まず、本年度から完全統一までの間について

は、各市町村で保険税率を決定することとな

るため、これまで同様に保険税の増額を抑制

し、被保険者の負担軽減に活用いたします。

次に完全統一以降につきましては、県内同

一の保険税率となるため、県が算定する際に

用いる標準的な収納率より実際の収納率が低

い場合には財源不足が生じることとなります

ので、その不足を補うために活用することと

なります。

ご質問後段の県への拠出につきましては、

第３期鳥取県国民健康保険運営方針において

は、「国保財政基盤の安定のためにも、市町村

において財政調整基金を活用することも想定

されるため、引き続き保有することが望まし

い」と記載されており、現時点では、完全統



一までの間は、県への拠出は求められており

ません。なお、完全統一以降につきましては、

今後、県及び各市町村との協議の上決定され

るものと考えております。

副議長（小林誠）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

はい。今、町としての独自財政として基金

が積まれておるのを県の方に一方的に持って

いかれるというようなことは現時点ではない

ということですし、基金を有効に若桜独自で

現在運用できているし、これからも統一され

た段階でも、なお、そういう町の独自の基金

の扱いもできるのじゃないかという答弁だっ

たというふうに思いますので、理解したとこ

ろであります。

３つ目です。国は令和８年度から１０年度

にかけて子ども・子育て支援金の一部を国民

からの拠出による仕組みを検討していますが、

その方法として国保など各種医療保険の加入

者、被保険者から月額平均２５０円の見込み

で保険料に加算して徴収する方針であると伝

えられています。

これは重要な福祉施策でもある子育て支援

の財政づくりに国民の負担を求める手法であ

り、逆に福祉切捨てにつながるものと考えま

すが、このことへの町長の所見を伺います。

副議長（小林誠）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

国は、福祉の重要施策である子育て支援の

財源づくりに国民の負担を求める手法を検討

しているが、逆に福祉の切り捨てである。こ

のことへの所見を伺う、とのご質問ですが、

議員ご質問の、子ども・子育て支援金の財源

の一部を各種医療保険から徴収する仕組みに

ついて、改めてご説明させていただきます。

これは、「子ども・子育て支援納付金賦課分」

といい、従前の「医療給付費等賦課分」「後期

高齢者支援金等賦課分」「介護納金賦課分」に

加えて、令和８年度から新たに創設されるも

のです。

議員は「令和８年度から令和１０年度にか

けて、子ども・子育て支援金の一部を国民か

らの拠出による仕組み」とおっしゃいました

が、正確に申しますと、この子ども・子育て

支援納付金賦課分は、令和８年度以降毎年度

賦課されるものでありますが、新たな負担と

なるため、激変緩和措置として３年間で段階

的に引き上げ、この間の財源不足分について

は、令和１０年度までに限り「子ども・子育

て特例公債」の発行により賄うこととされて

いるものであって、決して「３年間のみの賦

課」ということではございませんので、念の

ため申し上げます。

さて、改めて、ご質問へお答えさせていた

だきます。社会保険制度は、社会連帯の理念

を基盤に、ともに支え合う仕組みであり、子

ども・子育て支援金制度もこうした連帯によ

って、将来を担う子どもたちや子育て世帯を

全世代・全経済主体で支える仕組みであり、

支援金は保険料として整理されております。

また、子ども・子育て支援の実施により、少

子化・人口減少に歯止めをかけ担い手を維持

することを通じて医療保険制度の持続可能性

を高めることとなり、国民皆保険制度のもと、

すべての国民が受益することとなる、と考え

られております。

こうした考えに基づき設計された制度であ

り、中尾議員ご指摘の「福祉の切り捨て」と

なるものではないと考えます。なお、国民の

負担増となることから、全国町村会から国に

対し、「国の責任において、丁寧な説明及び周

知を図ること」と要望されていると承知して

おります。以上です。



副議長（小林誠）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

はい。激変緩和措置があって３年間で数字

的なものは出ていませんでしたけれども、最

初、私が言いました２５０円平均下回るのか

なと思ったりもするんですけれども、その緩

和措置以後はおそらくそのままの支援金が加

算されて国保税にかかってくるというふうに

思うわけです。

それで、私の考えでありますけれども、私

としてはやっぱり町がそのまま国の方針に従

うということでなくて、やっぱり発言してい

く必要があるというふうに思います。

国に支援金の国民負担について中止を求め

ることは、私は本来の在り方だと思うんです

けれども、それが実現できなければ町民負担

の軽減も、今、物価高騰で大変な生活を余儀

なくされている町民の家計を少しでも楽にさ

せるために、町の方でその分を負担すべきだ

と考えますが、どうでしょうか。

副議長（小林誠）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

はい。この医療保険の方から、国民から広

く負担をしていただいて、子ども・子育て支

援金の財源にするという国の方針に対して、

そこについて町のほうで負担をすべきじゃな

いかというご質問でございますけれども、今、

本当に少子化というものが非常な勢いで進ん

でおりまして、昨年、１年間に生まれた子ど

もの数が６８万人台、７０万人を切ったとい

うことでございまして、これは国の想定だと

２０４０年に７０万人を切るという想定だっ

たものが、１５年早く実際、進行したという

ことでございます。

このまま少子化が今のペースで進みますと、

本当に現役世代がどんどん先細っていくとい

うことで、様々な分野で社会制度が成り立た

なくなってくると、この公的医療保険制度も

そうですけれども、公的年金制度も含めて社

会の制度が成り立たなくなってくると、若い

世代も将来に希望が見いだせないということ

で結婚や出産をやめようということで、悪循

環につながっていくということが非常に懸念

をされるところでございます。

まずはそういう負の連環を断ち切るという

ことが非常に重要になってくるわけで、そこ

を子ども・子育ての世代だけではなくて、こ

れは高齢者から、あるいは企業も含めて社会

全体が受益者になってくる話ですので、広く

薄く負担をして少子化対策に歯止めをかけよ

うという趣旨の制度でございます。これは国

の政策として、そういう広く薄く社会全体で

支えていくということですので、町としても

そういった方針に沿って制度を進めていきた

いと考えております。

副議長（小林誠）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

最初の町長の答弁で福祉切り捨てではない

とおっしゃいましたけれども、私はやっぱり

福祉切り捨てにつながる大きな問題だという

ふうに思うわけです。それで、社会全体が広

く浅く負担していくという、これまでの国の

国民負担への考え方がよく引用されるんです

けれども、国の福祉政策の貧困がやはりそう

いうふうな言葉に表れているんではないかと。

したがって、私自身はもっと福祉施策に集中

して、国民に影響を及ぼさないということこ

そが政策だというふうに思います。

ついでで何かちゃちな質問になるかも分か

らんですけれども、若桜の国保世帯は千世帯

足らずだと思うんです。ちょっと正確に覚え

ていないんですけれども、もっと少ないと思



いますね。したがって、仮に千世帯であれば、

加入者が千人だとすれば加入者１人あたり２

５０円掛けると２５万ということになります。

こういうお金が町の考え方でやりくりできな

いものかなというふうにも思うんですけれど。

副議長（小林誠）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

はい。先ほど答弁いたしましたように、少

子化対策、子ども・子育てを社会全体で支え

ていこうという国の制度趣旨でございますの

で、町民の負担分を町で負担するということ

については考えておりません。以上です。

副議長（小林誠）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

はい。ちょっと残念ですけれども、やっぱ

り国の施政が私、大問題で、それに賛成した

議会、国会の方々にも注文つけたいというふ

うにも思います。

２番目の質問は米軍機・自衛隊機の低空飛

行訓練についてであります。その１つ、令和

７年１月から８月までの町内で目撃された米

軍機・自衛隊機について、飛行日数と回数の

累計及びそのうち機体や爆音で明らかに戦闘

機であると確認されたものの飛行日数と回数

の累計を伺います。

副議長（小林誠）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

令和７年１月から同８月までの町内で目撃

された米軍機、自衛隊機について飛行日数と

回数（累計）及び、その内機体や爆音で明ら

かに戦闘機であると確認されたものの飛行日

数と回数（累計）を伺うとのご質問です。

米軍機又は自衛隊機と思われる輸送機及び

戦闘機の飛行日数は８日間、飛行回数は１０

回であります。また、戦闘機と確認されたも

のの飛行日数は５日間、飛行回数は７回とな

っております。

副議長（小林誠）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

はい。昨年、以前からすれば多少、回数的

には少なくなってきているのかなというふう

に思いますけれども、町長が今示された回数

ですか、それについてはおおむね私の手元に

自分が目撃した記録を持っているんですけれ

ども、大体同じような数字になっています。

一昨日も朝から夜にかけて何度も輸送機が

飛びました。曇りでありましたから上空の機

体は見えませんでしたけれども、そういう状

態が果たして許されるのかというふうに思い

ます。これにあたっては町民の方の目撃につ

いて町への通報を求める町の広報による呼び

かけがされておりますけれども、１度だけで

す。

したがって、この目撃についての喚起を再

びされるよう望みたいと思うんですけれども、

広島県の北広島町、合併以前、広島県北自治

体連絡会というのがありましたけれども、一

生懸命、低空飛行をストップさせるための運

動を取り組まれていました。

今、合併し、１つの町として北広島町があ

るんですけれども、北広島町の例を紹介しま

すと、あなたの情報提供が止めさせる力です、

やめさせる力です。米軍機低空飛行の目撃情

報をお寄せくださいということで、目撃、日

時、場所、飛行方向、飛行高度、これ、近隣

の山と比較して何メーターぐらいだというこ

とや飛行の機体の数ですね、音などについて

情報を寄せるように広報を使って呼びかけて



います。私の手元に北広島町の資料がありま

すので、これも使っていただいてぜひ、再び

喚起の方をお願いしたいと思いますけれども、

町長の答弁をお願いします。

副議長（小林誠）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

はい。町民に対して目撃情報の提供を呼び

かけてはどうかということでございますけれ

ども、広報等使って呼びかけすることはやぶ

さかではございませんけれども、ほとんどの

ケース、役場で確認ができますので、どの方

向からどれくらい高さでどっちの方向に飛ん

で行ったというような情報はすぐ担当者がメ

モを取って、様式に落として県の方にすぐフ

ァックスで送るようにしておりますので、現

状そういう情報が集まらなくてというような

支障はないというふうに認識をしております。

副議長（小林誠）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

はい。町長もよくご存じだというふうに思

いながら申し上げるんですけれども、大体、

町舎の上空近くを、三倉の山を越えていくん

ですけれども、氷ノ山方向ですか、その後で

すね、𣇃米谷、私が聞いたのでは湯原の辺り

で、低空で谷間を走って氷ノ山に向かうとい

うふうに言われた方の話が非常に印象的だっ

たんですけれども、その際言われたのは、急

に下りてきて急旋回していったとか、そうい

うような話も耳にしました。

それで、私はちょっと２階から目撃する機

会が多いもんですから通報するんですけれど

も、なかなか全町的にそういう動きにはなっ

てないんじゃないかというふうにも思います

ので、改めてそういうことを提案したいとい

うふうに思いました。

ぜひ、２回目をするみたいなことはたしか

大分前に町長の方からも言われたような気が

するんですけれども、私の記憶が間違ってお

ったら訂正しますけれども、どうなんでしょ

う。

町長（上川元張）

ちょっと私も今おっしゃったことが、よく

理解できなかったんですけれども、私が以前

答弁したということでしょうか。

副議長（小林誠）

中尾理明議員確実なことなんですか。町長

が答弁をされたと今言われたことは。

議員（中尾理明）

私も町長に答弁をいただいたというふうに

確実には思っていないんですけれども、改め

て、要するに、町民の方々がそういう関心が

ありながら、町のほうに情報を出さないとい

うのは私はよくないというふうに思っており

まして、そういう声が高まる、通報が高まり、

その声が県と、そして国に届くということで

いうと、大いにそういうことを喚起すべきだ

というふうに思いますんで、その辺での町長

の認識を伺います。

副議長（小林誠）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

はい。大抵、飛行ルートにこの役場の上の

辺りが入っているものですから、飛んできた

なというのは、役場で必ずと言っていいほど、

把握はできておるということでございますけ

れども、先ほどおっしゃったように、湯原の

奥で急旋回したとか、そういったことまでは

カバーし切れない部分もあろうかと思います

ので、そういった情報をお聞きするというの



は意味があるかなと思いますけれど、その辺

りを含めて、ちょっと検討してみたいと思っ

ております。

副議長（小林誠）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

はい。ぜひ検討していただいて、広報を乱

用するということじゃないと思うんで、必要

なことをやっぱり広報されるべきだというふ

うに思いますので、ぜひ検討のほどお願いし

ます。

次の質問ですけれども、あらかじめ質問の

通告の文書で一部訂正、削除をさせていただ

きたいと思います。８行目の昨年１１月とし

ていますが、一昨年の１１月と訂正していた

だき、さらに９行目の前年も同様に１人は死

亡しているとの文章は削除させていただきま

す。その上で伺います。

国内では、様々な軍用機の事故が多発して

います。先月８月に入り操縦士は脱出できた

ものの自衛隊機Ｆ２は茨城県沖に墜落しまし

た。また、今年５月には愛知県で自衛隊機が

墜落、２人が死亡しています。また、昨年１

０月には沖縄・与那国島駐屯地から離陸しよ

うとした自衛隊機オスプレイが左翼を地面に

接触させる事故を起こしました。

米軍機について言えば、過去に戦闘機の墜

落事故があったことは周知のとおりですが、

一昨年１１月には屋久島沖でオスプレイが墜

落し、８人が死亡しました。また、今年７月

１８日には米軍オスプレイが機体の異常を感

知し、秋田県大舘能代空港に、同様に同月２

９日には岩手県花巻空港に突然の緊急着陸、

民間空港への突然の着陸が相次いでいます。

屋久島沖事故を受け、米軍オスプレイは機

体の点検が行われたと報告をされただけで、

原因究明がないまま飛行が続いていますが、

このような異常事態が相次いで発生している

ことは甚だ遺憾であります。米軍機・自衛隊

機の低空飛行訓練が行われている地元町長と

しての所見を伺います。

副議長（小林誠）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

重ねてのご質問にお答えをいたします。国

内で様々な軍用機の事故が多発していること

についての所見を伺うということでございま

す。

昨年来、自衛隊機及び米軍機による墜落や

機体異常などの事故が多発していることにつ

きましては、私も懸念をしております。住民

の不安を増幅するものであり、原因を究明し、

再発防止策を講じた上で飛行再開されるべき

ものと思いますし、安全対策に万全を期した

運行がなされるよう求めるべきであると考え

ております。以上です。

副議長（小林誠）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

はい。町長から簡潔で的を射たご答弁をい

ただきました。それからオスプレイについて

は、今まで千葉の木更津自衛隊基地からこの

たび佐賀県の佐賀空港横の駐屯地に１７機の

オスプレイが配置されたということでありま

す。いわゆる点検整備などについては木更津

でも行うというようなことも言われておりま

すので、行き来するわけですよね。そういう

中にブラウンルートを使っての飛行が行われ

れば、いついかなる時に重大な事故が発生し

かねないというふうに思いますので、そのこ

とを改めて共有したいというふうに思います。

この質問の３つ目です。町長は低空飛行訓

練の実態を客観的に調査するために、騒音測

定器の設置について国による設置が望ましい



との見解を示されていますが、いまだに実現

していません。

令和７年度の全国知事会の国の要望事項に、

米軍の飛行等について国が責任で騒音測定機

を増やすなど、必要な実態調査を行うことと

記述されていることには敬意を表すものです

が、若桜町は国の要望の結果にかかわらず、

中国四国防衛局の騒音測定調査の再調査を含

め、目に見える形で行動を起こすことが必要

であると考えますが、所見を伺います。

副議長（小林誠）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

重ねてのご質問にお答えします。目に見え

る形で行動を起こすことが必要と考えるが所

見をとのお尋ねでございます。

目に見える形での行動というのが何を指す

のかというのも明らかではございませんけれ

ども、昨年の６月の一般質問でご答弁をいた

しましたとおり、米軍機等の低空飛行に関す

ることは、八頭町はじめ、東部の各町と連携

をして町村会要望として鳥取県を通じて関係

省庁に要望を行ってきておりますし、本年８

月に副知事と中国四国防衛局長が会談された

際にも要望されたというふうに伺っていると

ころであります。

議員もご存じのとおり、防衛に関すること

は国の専権事項でございますので、例えば若

桜町が中四国防衛局など国へ直訴することで

状況が飛躍的に改善されるということは難し

いのではないかという認識をしております。

積み上げてきた要望の成果が昨年騒音測定

器を設置しての現地調査をされたということ

につながったと思っておりますし、今後も鳥

取県を通じて要望活動を行ってまいりたいと

考えておりますので、現時点ではそれ以上の

ことは考えておりません。以上です。

副議長（小林誠）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

はい。先ほどの答弁の中で、国の専権事項

という言葉が出てきましたけれども、いつか

の質問のやり取りの中で、国民の命や平和を

考えるならば、憲法９条、平和を守るべき日

本国憲法に専権事項の方が上になるというこ

とはあり得ないというふうに私自身は思って

います。

今のところ、国への要望、県を通じてやっ

ていく以外に考えていないということなんで

すけれども、ちょっと低空飛行関係での情報

も含めて私自身、再質問をしたいと思います。

『米軍機の低空飛行を止める』という名前

の本が昨年１２月発行されました。著者の大

野智久さんは、米軍機がどのくらい低空を飛

んだのか、測量機器も使いながらカメラの画

像の分析や緯度、仰角、標高などの基礎デー

タを基に、正確な高度と位置情報を提供され

続けています。

大野さんには若桜町にも２０１４年、２０

１５年の２回来ていただき、２回目は町長と

懇談していただきました。当時は小林町長で

すね。正月の３が日、元旦から一家団らんの

夜にけたたましい轟音を残し、超低空飛行が

繰り返された時でもあり、小林町長の怒りの

声が忘れられません。

私も所属する空はつながる低空飛行を考え

る会は、昨年、関係部局の当時の鳥取県盛田

地域振興部長に対し、２０２３年から２４年

にかけて八頭町、若桜町で各１週間調査が行

われたものの、ほとんど成果が得られなかっ

たことを踏まえ、中国四国防衛局に対し、騒

音測定の調査期間の拡大を含む再調査の要請

を行いましたが、その後進展がありません。

その実現に向け、鳥取県に対し、町長からの

強い要請の言葉を望むものでありますけれど

も、いかがでしょうか。



副議長（小林誠）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

はい。昨年、八頭町と若桜町で３月と５月

に、国のほうが調査に来られたということで

すけれども、その期間５日間、実際米軍機が

飛ばなかったということもあり、今のところ、

次につながっていないということだろうと思

うんですけれども、これについては、町の方

からも、その後再調査はないのかとか、調査

結果を次にどういうふうに生かしていくのか

ということを県の方を通じて働きかけをして

おるというところでございますけれども、今

のところは進展がないということで聞いてお

ります。引き続き働きかけていきたいと思っ

ております。

副議長（小林誠）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

はい。ぜひ働きかけを強めていただきたい

というふうに考えます。

大きな３番目の質問は、若桜学園の教育環

境の現状についてであります。その１つ、子

どもの生活環境はＳＮＳなどで誘導され事件

に及ぶなど課題は増大していると考えます。

それに対応する子どもの健やかな成長を促進

する教職員の皆さんの努力が続けられている

と思います。教員の方々とともに、学年のス

クールソーシャルワーカーなどの相談員、支

援員などの専門性を生かした取組が必要と考

えますが、それら職種の配置は十分なのか、

教育長に伺います。

副議長（小林誠）

答弁を求めます。盛田教育長。

教育長（盛田恭司）

先ほどの中尾理明議員の質問にお答えいた

します。子どもの生活環境は、今ＳＮＳなど

で誘導され、事件に及ぶなど課題は増大して

いると考えている。教職員の方々とともに学

園のスクールソーシャルワーカーなどの相談

員、支援員など専門性を生かした取組が望ま

れるが、それらの職種の配置は十分なのかと

のお尋ねでございます。

議員ご指摘のとおり、児童生徒を取り巻く

環境は多様化・複雑化してきており、全国的

な傾向としていじめ、不登校、児童虐待、Ｓ

ＮＳ等に関わる今日的な課題など、生徒指導

上の対応を要する事案は増加傾向にあります。

こうした問題の背景には児童生徒の心の問題

と子どもたちが置かれている環境の問題が複

雑に絡み合っていることがあり、学校でより

効果的に対応していくためには教職員に加え

て心理の専門家であるスクールカウンセラー、

そして福祉の専門家であるスクールソーシャ

ルワーカーと連携してチームで子どもの支援

を行うことが重要でございます。

国においても平成２９年３月には学校教育

法施行規則の一部改正により、スクールカウ

ンセラーとスクールソーシャルワーカーが学

校教職員の一部であることが明記され、スク

ールカウンセラーやスクールソーシャルワー

カーと連携した教育相談体制の充実の必要性

が示されているところでございます。

さて、若桜学園のスクールカウンセラー等

の配置状況でございますが、現在スクールカ

ウンセラー１名とスクールソーシャルワーカ

ー１名を配置しております。スクールカウン

セラーにつきましては、県の会計年度任用職

員として中学校ごとに配置されているもので、

学園には週１日５時間の勤務でございます。

業務といたしましては児童生徒、保護者の

カウンセリングのほか、学年会議やブロック

会議にも出席し、専門的な知見で所見を行っ

ています。また、担任と連携して授業でアン



ガーマネジメントやアサーション等について

の指導もしていただいているところでござい

ます。

また、スクールソーシャルワーカーにつき

ましては、町の会計年度任用職員でございま

して、１日４時間、週２日勤務しております。

業務といたしましては、授業参観による児

童生徒観察、児童生徒・教職員に対する教育

相談、様々な情報を基にしたアセスメントシ

ートの作成、個別の児童生徒に係るケース会

議への出席、保護者面談や家庭訪問などを行

っており、必要に応じて関係機関との連携等

による相談体制も構築しております。

議員からはスクールカウンセラーやスクー

ルソーシャルワーカー等の職種の配置は十分

なのかとのご質問をいただいており、学園に

も聞き取りをしましたところ、配置につきま

しては十分であるとの話を聞いております。

要因といたしまして、１つに学園に在駐し

ていること、２つ目に児童生徒の観察をし、

実態をしっかりと把握していること、３つ目

に児童生徒に関する相談に対して素早くアド

バイスがいただけること、４つ目に保護者へ

のサポート、家庭訪問等、適宜行っていただ

けることなどがございます。

なお、児童生徒の生徒指導上の問題等につ

きましては未然防止が大切でございますので、

学園では教職員による見取りのほか、毎月い

じめ等に関するアンケートを実施したり、１

学期２学期は hyper-QU、これは教育心理検査

でございますが、こうしたものを実施し、児

童生徒の学校生活や友達関係等の現在の状況

を客観的に把握したりして、教育相談、指導

に努めているところでございます。

さらに、学園に心の相談員１名を配置し、

日々の児童生徒の相談体制の充実を図ってい

ます。また、今日的な課題であるインターネ

ットやＳＮＳ等に関する指導につきましては

道徳や学級活動において指導を行っていると

ころであり、また、警察や県教育委員会作成

の啓発チラシ等使って注意喚起も行っている

ところでございます。

今後もスクールカウンセラーなどチームで

共同し、児童生徒の指導にあたることができ

るよう、環境整備に努めてまいりたいと思い

ます。以上です。

副議長（小林誠）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

はい。教育長の丁寧な学園の取組について

のお話し、非常に感銘を受けました。その当

時やっていただいているというふうに思いま

すし、教職員の皆さんも並々ならぬ努力はあ

るであろうというふうにも推測します。

この間、９月新学期が始まる頃にＮＨＫの

Ｅテレですか、「ハートネットテレビ」という

のがありまして、心の問題について特集のテ

レビ放映がありました。

新学期になると学校に行きたくないという

ようなそういう子どもたちの思いが色々と語

られていたのが印象的です。

そういう子どもたちへの寄り添った体制が

できているというふうに思いましたので、さ

らに強めていただいて、子どもたちがよりよ

い学園生活が送れるように頑張っていただき

たいなというふうに思います。いじめなんか

についてもそうですよね。いじめ・不登校が

増えている中での大変な努力だと思いますの

で、頑張っていただきたいというふうに思う

ものです。

次に本年度の予算委員会で、教育長は部活

動の地域移行に関して民間指導者を確保し、

推進する方針であると説明されましたが、そ

の進捗状況を伺います。

副議長（小林誠）

答弁を求めます。盛田教育長。



教育長（盛田恭司）

中尾理明議員の質問にお答えします。本年

度予算審査特別委員会で、教育長は部活動の

地域移行に関して民間指導者を確保し、推進

する方針であると説明されたが、その進捗状

況を伺いますとのご質問でございます。

部活動の地域移行につきましては、令和６

年度に若桜町部活動地域移行検討協議会を５

回開催し、若桜町においては地域連携型を基

本に外部指導者を学園に配置し、休日の部活

動を実施していくことを結論づけ、令和７年

３月に若桜町立若桜学園中学校における部活

動の地域連携・地域移行基本方針を策定した

ところでございまして、本年３月の予算審査

特別委員会において、この方針を説明いたし

たところでございます。

その後の状況といたしまして、本年６月の

総務産業教育民生常任委員会におきまして、

テニス部、卓球部、吹奏楽部、スキー部の４

つの部について外部指導者の確保の目途が立

った旨の報告をさせていただきました。

また、６月２８日には外部指導者の方々に

お集まりいただき、部活動の地域移行に係る

説明を行い、併せて保護者の皆様にも外部指

導者による指導の実施について文書にてご案

内をしたところでございます。

実際の指導につきましては、季節性のある

スキー部を除くテニス部、卓球部、吹奏楽部

の３つの部において７月より外部指導者によ

る指導を行っていただいております。

また、夏季休業中に行われました鳥取県中

学校総体、これはテニス、卓球でございます

が、この引率も教員と一緒に同行していただ

いたところでございます。

また、外部指導者の方には生徒への直接的

指導だけでなく、９月７日には県教育委員会

が開催しましたスポーツ指導者研修会にも参

加していただいております。

これは、運動、スポーツに関する基本知識

や子どもの発達特性及び発達段階に応じた部

活動指導の在り方等について研修をしていた

だくもので、指導力の向上はもとより、指導

者同士の情報交換等により、充実した部活動

指導が図られるものと考えております。

現在、外部指導者による休日の部活動の指

導はスタートしたばかりでございまして、教

員と外部指導者の両者による指導となってお

りますが、今後は学園や外部指導者の意見も

聞きながら段階的に外部指導者のみによる指

導にシフトしていきたいと考えております。

なお、国においては、現在、令和８年度以

降の部活動改革の方向性等が議論されている

ところであり、地域移行という文言も地域展

開に改められております。今後の国や県の動

向を踏まえながらさらなる対応をしていきた

いと考えます。以上でございます。

副議長（小林誠）

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

はい。６月の常任委員会で報告があったと

いうことを、そうだったなというふうに今、

振り返っておりまして、重ねての質問だった

ことをお許しいただきたいというふうに思い

ます。

最後には民間の方への移行だと思うんです

けれども、やっぱり教育的視点は大事だとい

うふうに思いますので、そういう点で言うと

やっぱり教員の方々との連携が引き続き求め

られるんじゃないかなということを思います

ので、そこら辺を申し上げまして以上で質問

を終わらせていただきます。

副議長（小林誠）

暫時、休憩いたします。

  午前 １１時１５分  休 憩

  午前 １１時３０分  再 開



副議長（小林誠）

休憩前に引き続き、会議を再開します。

続いて一般質問を許します。４番、山本安

雄議員。

議員（山本安雄）

皆様こんにちは。４番山本安雄です。今年

は６月に梅雨が明け、９月現在まで記録的な

猛暑が続き、今年は水分補給、外出を控える

など、熱中症対策を心がけた方多かったので

はないでしょうか。また、外出するにあたっ

ては、涼みどころ、クールスポットが設置さ

れていることは安心して外出できたのではな

いでしょうか。この暑さによって、米、野菜、

果物など農産物の減収による高騰を心配して

おります。

また、７日の日ですけど、夕方、地元出身

の国会議員、石破茂首相が突然辞任を表明さ

れました。衆参少数与党の中、トランプ関税

の問題、米不足、米の価格の問題ですね、そ

れから賃上げ、経済対策など生活に密着した

問題に取り組み、志半ばの辞任だったかと想

像しております。

それでは通告した質問をいたします。まず、

最低賃金上げの影響について質問いたします。

令和７年８月２３日付の日本海新聞では、「幅

広い食品が値上がりし、家計を圧迫する状況

が続く。７月の消費者物価指数は 3.1％上昇

となった。」と報道がありました。高齢化の著

しい本町において、最低賃金が上げられると、

町民の生活にどのような影響があると考える

のか伺います。

副議長（小林誠）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

山本安雄議員の一般質問にお答えをいたし

ます。

最低賃金の引き上げを受けまして、高齢化

の著しい本町において、町民の生活にどの程

度影響があるかとのご質問です。

最低賃金の引き上げは、働く方々の収入を

底上げし、消費を誘発することにも繋がると

考えており、地域経済の活性化が期待される

ものです。

これは、働く高齢者にとっては直接的に収

入が増えることになりますが、年金受給者に

とりましても、マクロ経済スライド、これは

日本の公的年金制度において、人口減少や少

子高齢化、平均寿命の伸びといった社会情勢

の変化に合わせて、年金の給付水準を調整す

る仕組みですが、マクロ経済スライドによる

調整はあるものの、公的年金制度では、現役

世代の納める保険料が年金生活者への給付に

充てられ、現役世代の賃金が上がれば年金額

も引き上げられます。

一方で、町内には中小企業や小規模事業者

が数多くあり、人件費のコスト増加を物やサ

ービスに価格転嫁することで物価の上昇を招

く可能性があります。特に、食料品や日用品、

光熱費など、日々の生活に欠かせない分野へ

の影響が懸念されます。

足もとで賃金上昇が追いつかない物価高が

進む中、高齢化が進んでいる本町においては、

年金など限られた収入の中で生活しておられ

る高齢者世帯が多く、年金額の引き上げが抑

制された場合、物価上昇による支出の増加は、

暮らしへの負担として現れる恐れがあります。

町民の生活にどの程度影響があるかとのご

質問に明確にお答えすることは出来ませんが、

町としましては、こうした影響について注視

するとともに、今後の地域経済の動向や町民

の生活状況を踏まえ、物価高対策等について、

国、県への要望を行うとともに、町としても

必要な政策を進めてまいりたいと考えていま

す。

副議長（小林誠）

山本安雄議員。



議員（山本安雄）

先ほど、町長から経済の活性化になるとい

うお答え、また、年金受給者の問題、中小企

業の問題、そういうことを答弁していただき

ました。

全く私もそのことを心配しておりまして、

実は年金の関係なんですが、物価スライドと

は言いながら、２０２３年の消費者物価指数

は 3.2％の上昇、ところが年金は 2.5％という

ことで、そのままスライドするということで

はありませんので、先ほどありました若桜町

内の年金受給者の方にはそれなりの影響があ

るものだと私も思っておりますし、今後、若

桜町の町民の生活のことを注視して、その対

策として県に申し上げることが必要だという

答弁をいただきました。

本当にほかの町村とは年代構成だとか、そ

れからいわゆる中小企業の数だとか、そうい

うことからすると、全く他町村と同じような

対策でいいのだろうかなということを思って

おります。

次の質問に行きます。２０２５年鳥取県最

低賃金は現在９５７円、国が示した引上げ額

の目安は６４円、さらに９円上乗せの１,０３

０円で適用されていきます。町内事業者へは

どの程度の影響があるのか、町長の考えをお

伺いいたします。

副議長（小林誠）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

２０２５年度鳥取県の最低賃金は現在９５

７円で、引き上げ額の目安を６４円とし、さ

らに９円上乗せの１，０３０円で適用されま

す。町内事業者へはどの程度の影響があると

考えるのか伺いますとのご質問です。

近年、最低賃金は全国的に高い水準で引き

上げられており、国は２０２０年代に最低賃

金の全国平均を１，５００円とすることを目

標に掲げています。また、鳥取県においても、

令和６年度は９００円から９５７円、令和７

年度について、適用は１０月からではありま

すが９５７円から１，０３０円へと２年間で

１３０円の大幅な引き上げとなります。

仮にですが、Ａ社の雇用が５人、１日７時

間、月２０日勤務とした場合、賃金だけでも

２年分の引き上げにより２，１８４千円の増

額となります。

これらのことから懸念されるのが、議員の

ご質問にもあります事業者への影響であり、

先の質問でお答えしたように事業者は価格転

嫁や生産の向上等により収益性を確保してい

くことが必要となってまいります。

町としましては、国や県が実施している中

小企業への支援策、生産性向上関連支援等の

活用促進や商工会と連携した経営相談により、

事業者の皆様が、安定的かつ持続可能な経営

が継続出来るように努めてまいりたいと考え

ております。

副議長（小林誠）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

試算をしていただいたりして、本当に、し

っかり調べていただいたかなと思います。

若桜町の企業の中で、先ほど町長からあり

ましたが、自前のところで価格転嫁ができる

ような業者っていうのはないと私思ってまし

て。そういう意味からすると、例えば、以前

の一般質問でもやったことがあるんですけれ

ども、社会保険料事業主負担分だとか、そう

いう部分についてだとか、人材の関係ですと

かですね、県だったり国だったり、そういう

助成制度があるっていうのは町長もご存じの

とおりなので、こういうところもしっかり利

用していただくような指導だったりというこ

とを、商工会の方々にはお願いをしなきゃな



らんのかなということとあわせて、商工課と

行政とが、どういう形で色んな情報のキャッ

チボールをしていらっしゃるのか、ちょっと

その辺がよく分からないので、ご存知の範囲

内でお答えいただけたらありがたい。

副議長（小林誠）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

はい。商工会とのキャッチボールというこ

とでございますけれども、毎年総会の場に私

も出て、色々お話をし、状況をお聞きしたり、

あと年に１回、意見交換会ということで執行

部と議員の皆様と商工会とで課題について

色々と意見交換をするような機会は持ってお

ります。また、担当課の方でも日常的に色々

やり取りをしているというふうに認識をして

おります。以上です。

副議長（小林誠）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

はい。本当に商工会の方々にも、こういう

状況の中で大変な思いをされているんだろう

なということはとても想像しているところで

す。

ちょっと関連になってきましたので、２番

目の買い物支援についての方に移ります。

トスク撤退後、Ｓマートが開店し、移動販

売車の営業もされ、間もなく２年を迎えます。

食料品に限らず、日用雑貨など生活必需品を

販売している町内の店だと、特に個人商店な

んですね、こういうところも町民にとっては

大切なお店だと思うわけですけれども、この

事業継承について若桜町内どのようになって

いるのか。どう把握していらっしゃるのか。

事業継承について把握が必要と思うところで

すが、町長の所見をお伺いいたします。

副議長（小林誠）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

生活必需品を販売している町内の店の事業

継承について把握が必要と思うが、所見を伺

うとのご質問です。

まず、過去５年間における事業所の状況で

すが、事業承継を行われた件数は４件、廃業

については１７件、その内飲食、日用雑貨に

限ると５件でありました。

事業承継は、地域経済の持続と住民の生活

を守るうえで、非常に重要な課題であると認

識しております。

特に食料品や日用雑貨といった生活に欠か

せない商品を取り扱う店舗が、後継者不在な

どにより廃業となってしまった場合、特に高

齢者や交通手段の限られた方々にとって、日

常の買い物が困難となるなど、生活に大きな

支障をきたすことが懸念されます。また、こ

うした事業を失うことは、地域の雇用機会の

減少や、さらなる人口減少にもつながる恐れ

があります。

こうしたことから、これらの事業が円滑に

引き継がれ、地域内で継続して運営されてい

くことは、町の活力を保つうえでも非常に大

切であると考えます。

一方で、事業承継には、長年の顧客や地域

との信頼関係、経営資源をそのまま引き継げ

るという利点がある反面、後継者の確保や資

金面での課題、また家族の事情など非常に個

別性が高く、行政が一律に状況を把握するの

は限界がある側面もあります。

そのような中ではありますが、町といたし

ましても、事業者の皆さまが安心して承継に

取り組めるよう、町支援制度、若桜町事業承

継支援補助金の周知や、商工会との連携強化、

さらには相談体制の充実に努めて参りたいと

考えております。



副議長（小林誠）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

はい。全く私がこうあるべきだろうなと思

っていたとおりのことでして、商工会の方も

関わっておられて、業者の方とも色々相談だ

ったりしていらっしゃると思いますが、商工

会は商工会の中でやっぱり具体的な課題とか、

それからこれからの計画といいますか、そう

いうようなことは、それなりに指導もされて

いるという認識でもってよろしいんでしょう

か。この辺、行政も把握してるというような

ことでよろしいのでしょうか。確認させてい

ただきたいと思います。

副議長（小林誠）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

はい。事業承継については商工会が本来の

業務としてしっかりと取り組んでいらっしゃ

ると認識をしておりまして、色んなマッチン

グですとか、そういったことで成果も出され

ておるように聞いておりますので、町として

はしっかりそういった取組の情報も共有しな

がら進めていきたいと考えております。

副議長（小林誠）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

連携を強くして、情報を共有して、商工会

のためでもありますし、町民のためというこ

とで引き続いてよろしくお願いしたいと思い

ます。

次の質問に行きます。公共交通について。

町営バス定期便は１０月１日運行事業者が観

光タクシー株式会社に変更されました。デマ

ンド便は運賃を一律２００円とされます。共

助交通のコミュニケーションタクシーは現在

３路線運行されています。医療、買い物、各

種イベントへの参加だとか、色々移動手段と

して皆さんが使われているというところでご

ざいますが、利用状況の今後の見通しについ

て町長のお考えをお尋ねいたします。

副議長（小林誠）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

若桜町の公共交通において「医療」「買い物」

「各種イベント参加」などの移動手段として、

利用状況が増えていくのか今後の見通しにつ

いてのお尋ねでございます。

地域公共交通の見直しにつきましては、今

年の６月定例会の中尾議員の一般質問で詳細

をお答えいたしましたが、現在、関係集落と

の協議や地域公共交通会議の開催など、見直

しに向けた取組みを進めています。

共助交通については、各谷ごとにエリアを

拡大する方針ですが、特に池田・吉川地区に

おいては、全域を共助交通でカバーできる体

制を構築するため、各集落の関係者と協議を

始めているところでございます。

当面の動きとして、来たる１０月１日から

は、定時便の運行事業者が日本交通（株）か

ら観光タクシー（株）に変更されることに合

わせ、一部運行ダイヤの減便を伴う改正を予

定しております。

定時便の減便への対策として、デマンド便

を充実することとしており、車両を１台増や

して３台体制にするとともに、運賃を一律２

００円にすることで、住民の負担軽減と利用

しやすい環境の整備を図る事としております。

これらの見直しについては、減便となる関

係集落へ説明を行い、了解をいただくととも

に、８月２６日に地域公共交通会議を開催し、

ご承認をいただいたところです。



また、共助交通について、今定例会で条例

改正を提案しておりますが、途中での乗降が

できることを条例上明記して、柔軟な運行を

可能としています。

こうした見直しにより、公共交通の利用は

増えていくものと考えています。

副議長（小林誠）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

昨日の日本海新聞にも再編計画、それから

町の在り方にあわせた公共交通網の再整備と

いうようなことで掲載されておりますが、

谷々、特に池田・吉川のことも言及していた

だきましたけれども、集落にしっかり説明を

されたということですけれども、私自身はこ

の制度はなくてはならないものだと認識はし

ておるんですが、町民の方々はこの説明に対

してどういう反応を示されたのか、できるだ

け早くやっていただきたいという思いがあっ

ての問いなんですけれども、どういう反応が

あったのかちょっと教えていただけますか。

副議長（小林誠）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

それは地域コミュニティタクシーの関係で

すかね、池田・吉川の。それにつきましては、

実際集落の方で関係者の方々と話合いをして

おります担当の企画政策課長の方から答弁を

差し上げたいと思います。

企画政策課長（中島毅彦）

はい。お答えさせていただきます。各集落

に出向きまして説明の方行っております。自

治会長さん、それからコミュニティタクシー

の運行管理者さん等に集まっていただき説明

会を行ったところです。

基本的な説明としましては、ダイヤの改正

とか、デマンド便の減額等々の話をさせてい

ただいておりまして、こちらにつきましては、

空車等、利用者が少ないところの減便等につ

いてはご了解をいただいているといった状況

であります。

集落の中でも、なかなか利用しない状況も

あるので、致し方ないというのが実態の声で

ありますが、今後のことを踏まえまして高齢

化が進んで、お年を召してこられますが、免

許の返納とかということが考えられますので、

今後、利用の機会も増えることもあるかなと

いうような声も聞いております。

そこで併せまして、地域コミュニティタク

シー、地域で取り組むような活用ができない

かということでの議論の方も進めさせていた

だいております。

池田・吉川の方につきましては、理想とし

ますと各集落の方で、エリアを分けたような

形で運行体制が取れないかというような話も

出ておりました。ここにつきましては、今、

運行管理者等々、また、新たにやってもいい

じゃないかというような声も聞いております

ので、そこら辺も交えながら協議の方は進め

ているといった状況でございます。

副議長（小林誠）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

地元に、池田におるわけですけれども、な

かなか住民の方と話をするのには、ほぼほぼ

同じようなことで、皆さん必要だよという方

が私の周りたくさんあるわけですけれども、

なかなか集落としてきっちり議論がされてい

るのかなと思ったりするところもあります。

しっかりと丁寧な、例えばこの説明が単位集

落での説明なのか、数集落での説明なのか、

例えば向こう５年先とか、将来的な話ですが、

その辺のところがもう少ししっかり説明され



ていたらいいなと私ながらに思って関係者の

方と話をするんですけれども、その辺りにつ

いてはどう把握していらっしゃるのか。その

説明はこれで一応、皆さんで本当に、新聞に

もありましたけれども、理解していただいて

いるのかということで、再度確認させていた

だきます。

副議長（小林誠）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

はい。池田・吉川地域につきましては、現

行は吉川と落折・小船この２地区でコミュニ

ティタクシーを運行していただいております

けれども、このたび加地の集落が非常にやる

気で何人か手を挙げていただいていまして、

それに連動する形で吉川、そして落折・小船

も池田全域をエリアにする形で運行しようと、

今、機運が盛り上がりつつあるということで

ございます。

そこをどういう運行のし方にするのか、何

台かで運行エリアを分けて運行する形にする

のか、既に吉川と落折・小船は先行してあり

ますので、どういうエリア分けでやっていく

のかというようなことを、これから関係者の

皆さんとしっかり協議を進めていくという、

今そういう段階でございます。

そこで合意ができれば各集落の住民の皆様

にもしっかりと情報伝達するような形を取っ

ていきたいと思っているところでございます。

副議長（小林誠）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

本当に、今現在利用する人が少なくても、

高齢者社会のトップランナーですから３年後

はどうだ、５年後はどうだということを見据

えると、早急に対策が必要なところだと私も

認識しております。

ただ、そうは言いながら、住民自身もやっ

ぱり今の自分事として捉えてもらわないとい

かんという思いもあったりはするわけですけ

れども、引き続き丁寧な説明をよろしくお願

いしたいと思います。

この制度といいますか、利用につきまして

も池田では集落支援員さん中心に色んな活動

をなされていると。そういう中で公共交通利

用と併せて地域のコミュニティも活発化して

いくんじゃないかなというようなことも私も

期待していますし、町長も期待していただい

ているのかなと思っております。

こういう中で、今後検討する中で、行政と

して、今庁内で検討されています地域通貨で

すね。こういうもの、いわゆる各種イベント

に参加するコミュニティタクシーだとか、公

共交通を利用する、それが何かの形でポイン

ト付与の対象になるというような制度も検討

してみられたらどうかなと思うところですけ

れども、考えがあれば教えていただけたらと

思います。

副議長（小林誠）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

このコミュニティタクシーのエリアの拡大

というようなことが、例えばイベントの参加

とか、あるいはコミュニティの活性化につな

がっていくというふうに考えておりますし、

また、今、地域デジタル通貨の導入を進めて

おりますけれども、この枠組みの中で住民に

ポイントを付与することで住民の行動変容に

つなげていくというような効果もあると思い

ますので、そういうイベントに参加をしたり、

あるいは公共交通を使うということについて

も何らかのそういうポイントの付与ができな

いかというようなことも今後検討していきた

いと思っております。



副議長（小林誠）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

はい。ぜひとも検討していただいて、広範

囲で色んなところで色んなコミュニティがで

きて、そのコミュニティ同士がまた色んな関

りがあったり、つながりが出てくるというそ

んな町に、公共交通だけじゃなくて、全体的

に広がっていけばいいかなということを思っ

ての質問でございました。

副議長（小林誠）

昼を過ぎましたので、暫時、休憩いたしま

す。

午後１時３０分より再開します。

  午後 ０時１５分  休 憩

  午後 １時３０分  再 開

副議長（小林誠）

休憩前に引き続き、会議を再開します。山

本安雄議員には一般質問の途中、中断をいた

しました。大変申し訳なく思っております。

十分な答弁がいただけるように、残りの質問

頑張っていただきたいと思います。それでは

開始します。

議員（山本安雄）

はい。午前中に引き続いて一般質問をいた

します。通告書の大きな４番、若桜町産材の

利用促進についてということでございます。

まず、林業行政においては農林補助金の若

桜町のかさ上げだったり、間伐材搬出・仕分

経費助成、林道開設整備や機械導入、さらに

は人材育成の関係、事業主の社会保険料に対

する助成など、幅広く若桜町としては林業に

は助成をされております。林業に対する若桜

町の強い思いを感じるところでございます。

１番目の質問でございます。若桜材利用促

進事業補助金交付要綱が定められております。

この事業は、町内で伐採、製材、建築をする

と、そこにはまた町民が住んでいくという循

環型の地場産業だと思っています。この事業

の近年の利用状況についてお尋ねをいたしま

す。

副議長（小林誠）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

引き続きまして山本安雄議員の一般質問に

お答えをいたします。若桜材利用促進事業補

助金の近年の利用状況を伺いますとのご質問

です。

まず、若桜町産材利用促進事業費補助金に

ついて説明しますと、この制度は若桜町内で

伐採・製材された木材を活用した木造住宅の

建設、住宅の改修等に要する資金の一部を助

成することにより、町産材の需要拡大と地場

産業の振興に寄与することを目的として、平

成２１年度に創設したものです。

助成の内容としては、町産材使用量１㎥あ

たりに１万円を乗じて得た額を助成するもの

で、１件の限度額を２０万円と定めています。

なお、活用にあたり、鳥取県産材の利用を

促進する、県の住まいる支援事業で、県産材

活用支援として、新築で最大１００万円、改

修で最大５０万円を活用することが条件とな

っております。

近年の利用状況を伺うとのご質問ですが、

過去５年間では、令和３年度に２件の助成が

あり、１５万円及び１３万円行っております

が、それを最後に令和４年から令和６年度ま

での過去３年間は利用実績がない状況となっ

ております。参考として、この間県補助を活

用された件数は８件でありました。以上です。

副議長（小林誠）



山本安雄議員。

議員（山本安雄）

事業内容の説明からありがとうございます。

若桜町においては、令和３年に２件のみとい

うことで、ちょっと残念だなと思っています。

県全体としても８件ということですから、全

体的に多いということではないのかもしれま

せんが、林業の町ということでありますれば、

さらに利用促進は必要かなと思っております。

このたびの決算説明資料を見ますと、成

果・課題について言及してあるわけですけれ

ども、近年、ほぼほぼ同じ内容の成果で課題

も同じ内容であるような状況も見受けられる

わけですけれども、課題解決のために、どん

なことがなされているのだろうなと思ったり

しているところです。この後の決算審査の中

でも出てくるのかもしれませんが、その辺り

のところ把握していらっしゃるところがあれ

ばお知らせ願えますでしょうか。

副議長（小林誠）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

はい。若桜町の林業の課題というようなこ

とかと思います。最初の朝のご質問でも若干

触れたところでございますけれども、町内の

素材生産というものが非常に伸び悩んでいる

ということがございます。

利用がなかなか進んでいかないというとこ

ろも背景にはあるのかもしれませんけれども、

やはり林道作業道の路網ですとか、あるいは

林業従事者が不足をするとか、境界が不明確

であるとかいったような課題がいくつかあっ

て、なかなか木の搬出が伸びない、所有者の

方も木を切ろうという、そういった状況にな

いといったことが背景にはあろうかと思いま

す。

そういった課題を１つずつ解決することで

搬出が増えていくということが地域経済への

影響を考えた場合には非常に大事なことだと

思いますし、併せて町内で伐採した木が町内

で活用されるような、そういった環境をつく

っていかなきゃいけないと、今は製材所から

製材をしたものを外の方に出していくという

ようなことが中心になっておりますけれども、

これをもう少し域内で循環をするような仕組

みというものをしっかりとつくっていくとい

うことが、地域経済を潤していくということ

につながっていくと思いますので、今後そう

いった視点を持って取り組んでいきたいと思

っております。

副議長（小林誠）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

一般に言われています林業に対する色んな

諸課題、町産材に限らず林業全体の課題とい

うようなことで答弁いただいたと思っていま

す。活用がしやすいような環境づくり、これ

は地元で活用すればこれほど循環産業として

はいいものはないと思っておるところです。

さらに効果を上げるという観点からします

と、この事業、県の事業もそうなんですけれ

ども、例えば建築屋さんだったり、それから

施主ですね、町民だったり、県民だったり、

そこのところがどこまで周知しているのかな

と思って。何軒か町内でも新築しているとこ

ろがあったりするんですけれども、確認して

みますけれども、詳しくご存じである方があ

まりなかったんですね。

なので、その辺のところにしっかりと周知

をしていただけるようなことが必要ではない

かなと思っておるところです。さっき町長が

言われました県の住まいる事業ですね、あれ

のメニューを見ますと、新築もそうですけれ

ども、改築であったり３世代住宅だったり、

色んなところが対象となったりしておるとい



うようなこともありますが、そういうような

ことをさらに町民に、できれば県民と言いた

いところですけれども、さらに町民の方々に

も周知させるような、そういう活動も必要じ

ゃないかなと思いますが、町長の考えをお聞

かせください。

副議長（小林誠）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

はい。重ねてのご質問にお答えをします。

効果を上げるために町内建築関連事業者等に

対する制度の周知をしてはどうかというご質

問でございます。

まず、現状では広報わかさ等で制度をお知

らせするということで、町民への周知を図っ

ているところでございますけれども、制度創

設後おおむね１５年経過をしておりまして、

町内の建築関連事業者などの制度の理解も薄

れてきておるとも感じております。

議員ご質問の主旨、要旨のとおり、町内の

建築関連事業者ですとか、住宅改修を検討さ

れている方、あるいは移住定住を検討されて

いる方などへピンポイントで周知をすること

も有効と考えますので、関係者と協議の上、

周知を図っていきたいと考えています。

副議長（小林誠）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

関係者へさらに周知を図っていくというこ

とでございますが、この要綱の中でありまし

た、１立米１万円の助成という若桜町、隣の

八頭町の方を見ますと、２万５千円というよ

うなことになっていまして、林業の町として

もさらにそういうことの検討も併せてしては

どうかなと思っておるところですけれども、

検討の余地はございませんか。

副議長（小林誠）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

はい。制度を作ってからは、先ほど１５年

経っておるということもありますし、また利

用が進んでいないという現状もございますの

で、近隣の状況等も参考にしながら制度の見

直しも検討してみたいと思います。

副議長（小林誠）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

はい。よろしくお願いいたします。森林環

境譲与税なんかの額の算定の中には森林面積

ということも入っているということでありま

すので、ぜひ、前向きに検討お願いしたいと

思います。

利用促進の中で、このたび、町では新町団

地の造成ですね、分譲だとか、賃宅住宅用を

造成されて、これから応募をかけるというよ

うな話でありました。そこでも、誰が購入さ

れるのかどうか分かりませんけれども、そこ

の施主の方や業者の方にもしっかり周知され

る、場合によっては、例えばここまではちょ

っと厳しいのかなと思うところもあるんです

けれども、町産材の促進について、ある程度

条件的なものにするとかいうようなことも、

検討してみてはどうかなと思いますが、町長

の所見をお伺いいたします。

副議長（小林誠）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

はい。新町の住宅団地もこれから売り出し

ますけれども、そこで新築される方々にも、

この町産材の利用ということを呼びかけてみ



たいと思います。それを条件にするというの

はハードルを高めることになりますのでなか

なかできないですけれども、しっかりと町産

材を使っていただけるような環境をつくって

いきたいと思います。

副議長（小林誠）

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

はい。確かに分譲住宅購入にあたって町産

材使用が条件ですよというのは厳しいことか

もしれませんけれども、林業の町として強力

に事業を進めていきたいという思いで質問を

いたしました。私の質問は以上で終わります。

副議長（小林誠）

これで一般質問を終結します。暫時休憩い

たします。

   午後 １時４４分  休 憩

   午後 １時５０分  再 開

副議長（小林誠）

休憩前に引き続き、会議を再開します。

日程第２

議案第７３号 令和７年度若桜町一般会計

補正予算（第４号）議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第７３号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第７３号は原案のとおり

可決されました。

日程第３

議案第７４号 令和７年度若桜町国民健康

保険事業特別会計補正予算（第１号）を議題

とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第７４号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第７４号は原案のとおり

可決されました。

日程第４

議案第７５号 令和７年度若桜町介護保険

事業特別会計補正予算（第１号）を議題とし

ます。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）



討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第７５号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第７５号は原案のとおり

可決されました。

日程第５

議案第７６号 令和７年度若桜町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号）を議題と

します。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論を終結します。

議案第７６号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。したがって、議案第

７６号は原案のとおり可決されました。

日程第６

議案第７７号 令和７年度若桜町赤松団地

造成事業特別会計補正予算（第１号）を議題

とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第７７号を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第７７号は原案のとおり

可決されました。

日程第７

議案第７８号 令和７年度若桜町索道事業

特別会計補正予算（第２号）を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第７８号を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第７８号は原案のとおり

可決されました。

日程第８

議案第７９号 令和７年度若桜町簡易水道

事業会計補正予算（第２号）を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。



質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第７９号を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第７９号は原案のとおり

可決されました。

日程第９

人権擁護委員候補者の推薦について、を審

議します。

町長から、若桜町大字若桜〇〇番地 永原

孝一さん、昭和〇〇年〇〇月〇〇日生まれと、

若桜町大字高野〇〇番地〇〇 德田考重さん、

昭和〇〇年〇〇月〇〇日生まれと、若桜町大

字若桜〇〇番地〇〇 森田真由美さん、昭和〇

〇年〇〇月〇〇日生まれを、人権擁護委員の

候補者として推薦することにあたり、人権擁

護委員法第６条第３項の規定により、議会に

意見を求められています。

お諮りします。

ただいまの３名について、人権擁護委員候

補者の推薦にあたり、求められている意見を

「適任」とすることにご異議ありませんか。

(異議なし)

異議なしと認めます。

したがって、本件に関する議会の意見は人

権擁護委員候補者の推薦にあたり、求められ

ている意見を「適任」とすることに決定しま

した。

以上で本日の日程は全部終了しました。

本日はこれにて散会いたします。

   午後１時５８分  散 会


